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１．中期目標期間業務実績評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 
中期目標期間
評価 

項目別調
書№ 

備考 

 第三期中期計画 
24 年
度 

25 年
度 

26 年
度 

27 年
度 

28 年
度 

見込
評価 

期間実
績評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 
安全指導業務等        1－1  

 民間参入促進 
Ｓ

(Ａ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－1  

 指導講習及び適性診断の内
容の充実 

Ａ
(Ｂ) 

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－2  

 運輸安全マネジメント制度
の浸透・定着 

Ａ
(Ｂ) 

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－3  

 道路交通安全の向上 
Ｓ

(Ａ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－1－4  

 
療護施設の設置・運営        1－2  

 療護施設における治療・看
護の充実 

Ａ
(Ｂ) 

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 1－2－1  

 療護施設の周知、知見・成果
の普及促進 

Ａ
(Ｂ) 

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－2－2  

介護料の支給等 
Ｓ

(Ａ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－3  

 交通遺児等への生活資金の貸
付 

Ａ
(Ｂ) 

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－4  

 自動車事故被害者等への情報
提供・相談対応 

Ａ
(Ｂ) 

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－5  

 自動車アセスメント情報提供
業務 

       1－6  

 衝突安全性能評価 
Ａ

(Ｂ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－6－1  

 予防安全技術試験 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－6－2  

 
 わかりやすい情報提供 

Ａ
(Ｂ) 

Ｓ
(Ａ) 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 1－6－3  

 自動車事故対策に関する広報
活動 

Ａ
(Ｂ) 

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1－7  

 
          

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の欄に「○」を付す。 

 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※平成 24 年度及び平成 25 年度の評価欄に記載する「Ａ」、「Ｂ」は旧評定「Ｓ」、「Ａ」を新たな評定に置き換えたもの 

 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 
中期目標期間
評価 

項目別調
書№ 

備考 

 第三期中期計画 
24 年
度 

25 年
度 

26 年
度 

27 年
度 

28 年
度 

見込
評価

期間実
績評価

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

組織運営の効率化 
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－1 

 

人材の活用 
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－2 

 

業務運営の効率化        2－3 
 

 安全指導業務 
Ａ

(Ｂ)
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－1 

 

 療護施設 
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－2 

 

 交通遺児等への生活資金の
貸付 

Ａ
(Ｂ)

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－4 
 

 業務全般（経費削減、契約適
正化） 

Ａ
(Ｂ)

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－5 
 

 業務全般（内部統制、情報セ
キュリティ） 

Ａ
(Ｂ)

Ａ
(Ｂ) 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－3－6 
 

組織運営の効率化 
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－1 

 

人材の活用 
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－2 

 

         
 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

予算、収支計画及び資金計画
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 3－1 

 

Ⅳ．その他の事項 

施設及び設備に関する計画 
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 4－1 

 

人事に関する計画 
Ａ

(Ｂ)
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 4－2 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―１ 安全指導業務等 民間参入促進 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1号及び第 2号 

当該項目の重要
度、難易度 

重要度：高 
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議決
定）及びこれに先立って示された与党提言等の政府決定に基づく取組であるため。
難易度：高 
民間参入の促進は、自動車運送事業者団体等に参入意思を有するよう働きかけす
ることが、実績を上げる要となるため。 

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

指 導講習受

講者数 
－ － 142,341 人 136,970 人 132,372 人 130,298 人 130,002 人

予算額（千円） 
－ － － － － 

適 性診断受

診者数 
－ － 461,733 人 455,561 人 459,164 人 461,138 人 460,105 人

決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

指 導講習教

材頒布数 
－ － 

－ 

 

19 者 

(4,722 冊) 

37 者

(13,801 冊)

51 者

(26,663 冊)

76 者

(36,174 冊)

経常費用（千円）

※注１～注３ 
3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

講 習講師要

件 研修参加

者数 

－ － 
53 者 

(82 人) 

51 者 

(82 人) 

58 者

(96 人)

61 者

(117 人)

65 者

(122 人)

経常利益（千円）

※注１～注３ △2,738 2,694 1,941 2,639 403,101

ﾅｽﾊﾞﾈｯﾄ(新

適性診断ｼｽﾃ

ﾑ)提供数 

－ － 
8 者 

(29 台) 

27 者 

(103 台) 

34 者

(159 台)

49 者

(204 台)

51 者

(221 台)

行政サービス実施

コスト（千円） － － － － － 

カ ウンセラ

ー 要件研修

参加者数 

－ － 
24 者 

(34 人) 

12 者 

(18 人) 

33 者

(42 人)

33 者

(49 人)

32 者

(45 人)

従事人員数 

※注４ 309 309 309 309 309

指 導講習民

間参入者数 

（年度末事業者

数） 

－ － 7 者 27 者 40 者 60 者 85 者

   

適 性診断民

間参入者数 

（年度末事業者

数） 

－ － 14 者 37 者 45 者 55 者 69 者

   

      ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 機構は、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」（平成２

５年１２月２４日閣議決定）にお

いて、安全指導業務については、

運輸業の事業者団体等に重点を

おいて、民間参入を促進すること

とされていること、自動車アセス

メント業務については、引き続き

機構で実施することとされてい

ること等を踏まえ、安全指導業務

から被害者援護業務及び自動車

アセスメント業務へ業務の重点

化、深度化を図るとの考え方の

下、以下の取組を進める。 

 

①安全指導業務の実施が、事業用

自動車の事故防止に重要な役割

を果たしていることを踏まえ、機

構は、ユニバーサルサービスを確

保しつつ、民間と協同して安全指

導業務の一層の充実を図る。安全

指導業務における民間参入の促

進については、国と連携しつつ、

民間参入の障壁となる要因分析

等を行い、国の目標に沿った民間

参入促進のための具体的な取組

方策（認定取得の支援等・その実

施時期を含む。）を策定する。 

 あわせて、これまで蓄積した知

見等を活用し、指導講習及び適性

診断の内容の一層の充実・改善を

図る。 

①民業補完の原則を踏まえ、ユ

ニバーサルサービスを確保し

つつ、民間と協同して、全国の

自動車運送事業者に対して安

全指導業務を実施します。ま

た、国と連携し、安全指導業務

における民間参入の障壁とな

る要因分析等を行い、民間参入

促進のための具体的な取組方

策（認定取得の支援等・その実

施時期を含む。）を策定すると

ともに、安全指導業務を担う民

間団体等の認定取得を支援し

ます。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

指導講習受講者数 

適性診断受診者数 

教材頒布数 

民間参入者数 

等 

 

＜評価の視点＞ 

ユニバーサルサービスを確

保しつつ、民間参入の促進に

向けた支援が確実に行われ

ているか。民間参入促進のた

めの工程表に沿った取組が

なされているか。 

〈主要な業務実績〉 

 ユニバーサルサービスを確保しつつ、指導講習及び適性診断の安全指導業務を実施

するとともに、平成２４年度に国と連携して民間団体等に対して実施した民間参入の

障壁となる要因分析等のための調査結果を踏まえ、民間参入促進に向けた以下の支援

の取組を実施した。 

１）「指導講習講師等の資格要件研修実施の案内」、「安全指導業務（指導講習及び適

性診断）への民間参入の案内」、「参入に関するＦＡＱ」及び民間参入についての分

かりやすい動画をＮＡＳＶＡホームページへ掲載し、民間参入に関する情報を提供

するとともに、より分かりやすく情報提供がなされるようホームページの改善を行

った。 

２）認定取得に必要な要件研修（第一種講師資格要件研修、第一種カウンセラー資格

要件研修）を実施した。 

３）指導講習テキスト、ナスバネットを提供した。 

４）平成２５年度に国が策定した民間参入促進のための工程表（ロードマップ）を踏

まえ、民間参入に係る取組方策を各主管支所長に指示するとともに、ロードマップ

では本来平成２７年度からの取組である大規模及び中小規模の県トラック協会等

に対するＮＡＳＶＡとの協働による参入の提案を前倒しで実施した。 

５）また、平成２８年度においては、国土交通大臣への認定申請等に関する相談対応

のため「安全指導業務民間参入相談会」を実施した。 

 

 こうした参入支援に向けたナスバならではの取組は、参入を望む事業者等からの評

価も高く、今中期期間における実績が以下のとおり大きく向上している。 

・講習講師要件研修参加者数：５３者８２名（H24 年度）→６５者１２２名 （H28

年度 参加者数１．４８倍） 

・指導講習教材頒布数：１９者 4,722 冊（H25 年度）→７６者 36,174 冊（H28 年度 

頒布数７．６６倍） 

・カウンセラー要件研修参加者数：２４者３４名（H24 年度）→３２者４５名（H28

年度 参加者数１．３２倍） 

・ナスバネット提供台数：２７者１０３台（H25 年度）→５１者２２１台（H28 年

度 提供台数２．１４倍） 

・特にナスバならではの取組である協働による参入の働きかけに対し、平成２７年

度で中規模団体等２団体が協働参入、さらに複数の大規模及び中規模団体も参入

の意向を示している。  

 

 以上の取組により、平成２４年度末では、指導講習業務への参入事業者７者、適性

診断業務への参入事業者１４者であった民間参入実績が、平成２８年度末において

は、指導講習業務８５者（１２．１倍）、適性診断業務６９者（４．９倍）と大幅に増

加するに至っている。 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 民間参入の障壁となる要因分析

の結果を踏まえ、ＨＰへの民間参

入に関する情報提供、認定取得に

必要な要件研修の実施、指導講習

テキストの頒布、診断機器ナスバ

ネットの提供といったナスバなら

ではの認定取得の支援に的確に取

り組んでいる。 

 その取組の実績については、数

値目標こそ設定していないもの

の、１．４倍～７倍以上も延びて

おり、評価基準において規定され

ている定量的指標の判断基準１２

０％という要件に鑑みても、非常

に高い実績に達しているものと考

える。 

 さらに、大規模及び中小規模団

体等への協働による参入の提案に

ついては、工程表を前倒しで実施

してきた結果、大規模団体等のナ

スバとの協働による参入を早々に

実現させているところである。 

 これらの取組により、まさに民

間参入の流れが加速するに至り、

参入事業者数も大幅に増加してい

る状況であり、中期計画を十分に

達成しているものと判断しＢ評価

とするものである。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２ 安全指導業務等 指導講習及び適性診断の内容の充実 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1号及び第 2号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

指 導講習受
講 者からの
評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.44  4.51  4.53  4.48 4.48 4.54 予算額（千円） － － － － － 

達成度 − − 112.8%  113.3%  112.0% 112.0% 113.5% 
決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

適 性診断受
診 者からの
評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.16  4.39  4.40  4.34 4.39 4.38 
経常費用（千円）
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

達成度 － － 109.8%  110.0%  108.5% 109.8% 109.5% 
経常利益（千円）
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,941 2,639 403,101

自 動車運送
事 業者から
の評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.18  4.28  4.29  4.35 4.36 4.34 
行政サービス実施
コスト（千円） 

－ － － － － 

達成度 － － 107.0%  107.3%  108.8% 109.0% 108.5% 
従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 309

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

  

4



 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ① 安全指導業務の実施が、事業

用自動車の事故防止に重要な

役割を果たしていることを踏

まえ、機構は、ユニバーサルサ

ービスを確保しつつ、民間と協

同して安全指導業務の一層の

充実を図る。安全指導業務にお

ける民間参入の促進について

は、国と連携しつつ、民間参入

の障壁となる要因分析等を行

い、国の目標に沿った民間参入

促進のための具体的な取組方

策（認定取得の支援等・その実

施時期を含む。）を策定する。 

  あわせて、これまで蓄積した

知見等を活用し、指導講習及び

適性診断の内容の一層の充実・

改善を図る。 

② 安全指導業務については、

これまで蓄積した知見等を

活用し、指導講習及び適性診

断の内容の一層の充実・改善

を図ります。 

 

③ ②の施策を実施すること

により、受講者・受診者・事

業者に対する５段階評価の

調査における安全対策への

支援効果に関する評価度に

ついて、中期目標期間の年度

毎に４．０以上とします。 

＜主な定量的指標＞ 

・指導講習受講者からの評

価度 

・適性診断受診者からの評

価度 

・自動車運送事業者からの

評価度 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

これまで蓄積した知見等

を活用し、指導講習及び適性

診断の内容の一層の充実・改

善が図られているか。 

受講者・受診者・事業者か

らの評価が得られているか。

〈主要な業務実績〉 

 自動車運送事業者が適性診断結果を活用して運転者教育を行いやすいよう、また、

運行管理者等が点呼の際にドライバーに対して適性診断結果の注意点を適切にアド

バイスできるよう、適性診断票に要点をまとめたページを作成するなどの改善を図る

とともに、慶応大学医学部等により結成されている「ドライアイ研究会」が行うドラ

イバーに対するドライアイの測定調査に協力し、事故惹起者及び高齢ドライバーにお

けるドライアイのデータと適性診断データの関連性の有効活用について検討を行う

といった知見の活用を図りつつ、指導講習教材においては、運行管理者等に最新の情

報を提供するため、平成２８年１月に発生した軽井沢スキーバスの事故を受けて改正

された道路交通法等の法令改正等の内容を掲載したほか、交通事故被害者について運

転者の意識を高めるため、被害者援護業務の取組を一般講習テキストに掲載する等、

内容の充実・改善を恒常的に実施した。 

 

 指導講習受講者、適性診断新車、自動車運送事業者に対する 5 段階評価調査の結

果、安全対策への支援効果に関する評価度について、４．０以上の評価を毎年度得た。 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 これまで蓄積した知見等を幅広

く活用した取組を進めるととも

に、指導講習及び適性診断の内容

の充実・改善を恒常的に実施して

いることから、中期計画を十分に

達成しているものと判断しＢ評定

とするものである。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―３ 運輸安全マネジメント制度の浸透・定着 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 
（計画値） 

基準値 
（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度   ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

安 全マネジ
メ ント評価
実 施事業者
数 

− − 20 事業者 18 事業者 12 事業者 13 事業者 13 事業者

 

予算額（千円） － － － － － 

安 全マネジ
メ ントコン
サ ルティン
グ実施件数 

− − 49 件 31 件 25 件 33 件 21 件 

 
決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

安 全マネジ
メ ント講師
派遣件数 

− − 479 件 448 件 459 件 494 件 541 件
 

経常費用（千円）
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

 安 全マネジ
メ ント講習
会実施回数、
参加人数 

− − 87 回 
2,395 人 

85 回 
2,114 人 

97 回
3,015 人

91 回
2,242 人

89 回
2,255 人 

 
経常利益（千円）
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,941 2,639 403,101

 安 全マネジ
メ ント支援
ツ ール講習
会実施回数、
参加人数 

− − 64 回 
1,130 人 

58 回 
844 人 

66 回
1,275 人

73 回
1,181 人

72 回
1,249 人

 

行政サービス実施
コスト（千円） 

－ － － － － 

 安 全マネジ
メ ント内部
監 査講習会
実施回数、参
加人数 

− − 52 回 
720 人 

50 回 
758 人 

55 回
995 人

61 回
931 人

64 回
944 人

 

従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 309

 安 全マネジ
メ ントセミ
ナ ー参加人
数 

− − 822 人 711 人 1,034 人 1,117 人 1,137 人

    

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 運輸安全マネジメント評価

等の安全マネジメント業務に

ついては、自動車運送事業者に

おける安全確保に重要な意義

を有しているが、国の体制のみ

では普及促進を強化できる範

囲に限度がある。このため、機

構は、安全指導業務において蓄

積した経験・知見や全国に支所

を有する体制を活用しつつ、大

手・中堅事業者を中心とした国

の取組を補完し、民間と協同し

て、中小事業者を含めた自動車

運送事業者全般へ、国の取組と

連携して制度の効果的・効率的

な浸透・定着を図る。 

  あわせて、機構が安全指導業

務において蓄積した経験・知見

を活用するとともに、国際標準

化機構における道路交通に係

る安全管理に関する動向等を

踏まえ、内容の一層の充実等を

図る。 

④ 事業者自らが主体的に輸

送の安全性の向上を図る安

全マネジメント業務につい

ては、安全管理規程の作成等

が義務付けられていない中

小規模の運送事業者を対象

とした運輸安全マネジメン

ト評価、講習会、コンサルテ

ィング等の実施により、国の

取組と連携して安全指導業

務において蓄積した経験・知

見や全国に支所を有する体

制を活用しつつ自動車運送

事業者全般への制度の浸透・

定着を図ります。 

  また、安全指導業務に係る

これまで蓄積した知見等を

活用し、安全マネジメント業

務内容の一層の充実・改善を

図ります。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・安全マネジメント評価実

施事業者数 

・安全マネジメントコンサ

ルティング実施件数 

・安全マネジメントセミナ

ー参加人数 

等 

 

＜評価の視点＞ 

安全マネジメント制度の浸

透・定着に向けた取組が着実

になされているか。 

安全マネジメント業務内容

の充実・改善が図られている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

 中小規模の運送事業者を中心に全国幅広く安全マネジメント制度の浸透・定着を図

り、体制の構築、改善を支援するため、ナスバの全国支所体制を活用し、安全マネジ

メント評価、コンサルティング、講師派遣、安全マネジメント講習会、（本部）安全

マネジメントセミナー等を実施した。 

 特に、安全マネジメント講習会については、平成２６年度からは新たに国交省から

認定を受けたセミナーとして全国で開催するとともに、本部主催の安全マネジメント

セミナーについても、平成２６年度に来場者が初めて１千人（1,034 人）を超え、毎

年、過去最高の来場者を記録する等、安全マネジメント制度の浸透・定着を大きく促

進させた。 

 また、安全指導業務において蓄積した知見等も活用し作成した講習会用の教材を、

事業所で使用できるよう危険予知トレーニング教材「ＫＹＴ－Ⅰ」を作成・頒布し、

事業者からの評判が高かったため、さらなる充実・強化を図り、「ＫＹＴ－Ⅱ」「ＫＹ

Ｔ－Ⅲ」「ＫＹＴ－Ⅳ」と新たに順次作成・頒布した。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

 全国に支所を有する体制を活用

し、国の取組を補完するため、安

全マネジメント評価、コンサルテ

ィング、講師派遣、安全マネジメ

ント講習会、（本部）安全マネジメ

ントセミナー等を積極的に実施し

ており、特にナスバならではの取

組である安全マネジメントセミナ

ーにおいては、開催する毎に過去

最高の来場者を記録する等、安全

マネジメント制度の浸透・定着を

大きく促進させているほか、安全

指導業務に係るこれまで蓄積した

知見等を活用した教材を継続的に

作成・頒布を続ける等、安全マネ

ジメント業務内容の一層の充実・

改善を図っており、中期計画を十

分に達成しているものと判断しＢ

評価とするものである。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―４ 道路交通安全の向上（ＩＳＯ関係） 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度   ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

     
 

予算額（千円） － － － － － 

     
 決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,642,261 2,579,512

     
 経常費用（千円）

※注１～注３ 
3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 3,171,217

        経常利益（千円）

※注１～注３ 
△2,738 2,694 1,940 2,639 403,101

        行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の

実績額（安全指導業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 運輸安全マネジメント評価

等の安全マネジメント業務に

ついては、自動車運送事業者に

おける安全確保に重要な意義

を有しているが、国の体制のみ

では普及促進を強化できる範

囲に限度がある。このため、機

構は、安全指導業務において蓄

積した経験・知見や全国に支所

を有する体制を活用しつつ、大

手・中堅事業者を中心とした国

の取組を補完し、民間と協同し

て、中小事業者を含めた自動車

運送事業者全般へ、国の取組と

連携して制度の効果的・効率的

な浸透・定着を図る。 

  あわせて、機構が安全指導業

務において蓄積した経験・知見

を活用するとともに、国際標準

化機構における道路交通に係

る安全管理に関する動向等を

踏まえ、内容の一層の充実等を

図る。  

⑤ 国際標準化機構（ＩＳＯ）

の道路交通安全委員会（ＰＣ

２４１）において、日本工業

標準調査会が承認した国内

審議団体として、情報の収

集、国内の意見集約等の国際

標準作成に関する活動を行

うとともに、国際的道路交通

安全マネジメントの取組を

事業者等に浸透させること

により道路交通安全の向上

に寄与します。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

国際的道路交通安全マネジ

メントの浸透に向けた取組

が着実になされているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 ISO39001（道路交通安全マネジメントシステム）の国内審議委員会の事務局として、

「運輸安全マネジメント制度」で培った道路交通安全分野のマネジメントの経験に基

づき、ISO39001 に関する情報収集及び国内の意見集約、関連規格の作成及びその運用

を行い、国内の道路交通安全の向上に寄与するため、以下の活動を実施した。 

１）ISO39001 の規格開発に係る国内審議委員会を開催し、外部有識者等から情報収集

及び国内意見の集約を行うとともに、国際会議等に職員を派遣し、ISO39001 に関す

る情報を収集した。 

２）ISO39001 を運送事業者等で適切に運用していくための規格解説本のほか、

ISO39001 の更なる普及・啓発のため、認証取得の効果等を伝える ISO39001 紹介Ｄ

ＶＤを製作した。 

 

また、ISO39001 を運送事業者等に浸透させるため、以下の取組により普及・広報活

動を実施した。 

１）安全マネジメントセミナー、安全マネジメント講習会及び各種業界団体が開催す

るセミナーや研修会において、ISO39001 開発の経緯及び概要を説明。 

２）ISO39001 体制構築支援コンサルティングを実施。 

３）東京、大阪、名古屋ほか主要６都市で ISO 39001 の更なる普及を目的とした「ISO 

39001 紹介セミナー」を開催。（平成 28 年度参加者数 118 名） 

 

 さらに、平成 26 年 8 月、ISO 関係機関と検討し、法規制やインフラ整備が進んで

いる我が国の実情に適合する具体的な安全対策として、ISO39001 に関する追加要求

事項「N-RTS マネジメントシステム」を発行し、同スキームの的確な運用・定着に向

けた取組を開始した。 

 

 以上のような取組の効果もあり、ISO39001 を取得した企業数は、平成２４年度末１

４者であったものが、平成２８年度末には１５２者と大きく広がっている。 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 ISO39001 の国内審議委員会の

事務局として、情報収集や国内意

見集約、関連規格の作成及びその

運用を行うとともに、法規制やイ

ンフラ整備が進んでいる我が国の

実情に適合する具体的な安全対策

として「N-RTS マネジメントシス

テム」を発行し、同スキームの的

確な運用・定着に向けた取組を開

始する等、ISO39001 の普及、浸透

に向け取り組んでおり、中期計画

を十分に達成しているものと判断

しＢ評価とするものである。  

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―１ 療護施設における治療・看護の充実 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

遷 延性意識

障 害からの

脱却者数（計

画値） 

中期目標期

間 95 人以

上 

− 19 人以上 19 人以上 19 人以上 19 人以上 19 人以上 予算額（千円） － － － － －

遷 延性意識

障 害からの

脱却者数（実

績値） 

129 人 88 人 28 人 30 人 21 人 20 人 30 人
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,898,443 3,230,776 3,228,460 3,283,560 3,392,081

達成度 135.8％ － 147.4％ 157.9％ 110.5％ 105.3％ 157.9％
経常費用（千円）

※注１～注３ 
2,908,890 3,241,032 3,239,712 3,295,184 3,403,974

      経常利益（千円）

※注１～注３ 
289 4,013 4,232 4,232 40,531

      行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

      従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「療護業務」の実績額（療護業務

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 機構は、自動車事故による遷

延性意識障害者（脳損傷により

自力移動・摂食が不可能である

などの最重度の後遺障害者）に

対して公平な治療機会を確保

しつつ効果的な治療を提供す

る観点から、療護施設の設置・

運営に関して以下の取組を行

う。 

 

① 療護センターにおいて、必要

なハード・ソフト両面の措置を

講じた上で質の高い治療・看護

を実施する。 

 

② 療護施設機能一部委託病床

（以下「委託病床」という。）

において、療護センターに準じ

た質の高い治療・看護を実施す

るとともに、近畿地区及び関東

西部地区に新たな委託病床を

設置する。なお、その後の委託

病床の立地等のあり方につい

ては、地理的要因や既存病床の

利用状況等を踏まえて、引き続

き検討する。 

① 療護センターにおいては、

病棟ワンフロアシステム（注

４）、プライマリーナーシン

グ（注５）や高度先進医療機

器の整備を図るほか、大学等

研究機関や他の医療施設と

の連携強化、職場内研修の充

実、「遷延性意識障害度評価

表」を用いた治療改善度の活

用等により、医療技術や看護

技術等の開発・向上を図り、

質の高い治療・看護を実施し

ます。 

 

（注４）「病棟ワンフロアシス

テム」とは、病棟を１つの

フロアに集中、仕切りを最

小限にして患者を絶えず

観察視野におく方式のこ

とをいう。 

（注５）「プライマリーナーシ

ング」とは、１人の患者を

同じ看護師が入院から退

院まで一貫して受け持つ

看護方法で、療護センター

の場合には、長期の入院期

間中に顕著な改善がみら

れにくい入院患者のかす

かな動きや表情変化など

を見落とさないきめ細か

な観察を可能としている。 

 

② 療護施設機能一部委託病

床（以下「委託病床」という。）

においても、他の療護施設と

の連携を図りつつ、質の高い

治療・看護を実施します。 

 

＜主な定量的指標＞ 

遷延性意識障害からの脱却

者数 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

療護施設において質の高い

治療・看護が実施されている

か。 

新たな委託病床が着実に設

置されているか。 

〈主要な業務実績〉 

  医療技術や看護技術等の開発・向上のため、毎年度、以下の取組により質の高い

治療・看護を実施した。 

 

１）各療護センターにおいて、ＭＲＩ、ＰＥＴ等の高度先進医療機器を用いた高度な

検査・治療を行うとともに、ワンフロア病棟システムによる集中的な患者観察、プ

ライマリーナーシング方式等による質の高い看護を実施。 

 

２）医療技術、看護技術等の着実な開発・向上のため、以下の取組を実施。 

・「施設及び設備に関する計画」に基づき、高度先進医療機器を順次整備。 

・老朽化してきた療護センターの施設について、計画的な修繕を行うため中長期修

繕計画を策定。 

・療護センターの知見・ノウハウを活かし、地元大学医学部等との連携による日本

意識障害学会等における共同研究発表。 

・高度先進医療機器を利用した治療の研究、指導、研修等を実施し、人材育成と地

域医療の充実に貢献。 

・入院患者看護担当チームごとに、ケースレポート研修会、医療事故防止研修会等

を定期的に開催するなど、治療・看護技術の向上に向け、様々な職場内研修を実

施。 

 

３）「遷延性意識障害度評価表」（ナスバスコア）を用いた治療改善度を毎年度公表。

その分析の結果、ナスバスコア平均値減少のほか、重症度別の分析においても平均

値が減少するなどの治療改善効果を確認。 

 

４）入院から退院までのナスバスコア平均値の変化と各種要因との関連において、「入

院時のスコアが高くても改善している患者がいること」「事故後入院までの経過期

間が短いほど改善が良いこと」「入院時の年齢が若いほど改善が良好であること」

等が示され、入院患者の治療改善効果の更なる向上のため、この結果を過去の分析

結果とともに、療護施設での症例検討、カンファレンス等の際に活用。 

 

５）療護施設退院後に患者家族等の介護者が安心・安楽な在宅介護を実践できること

等を目的に７か所の療護施設において療護施設看護の一環として、療護看護プログ

ラム（新看護プログラム）を順次実施。 

また、療護看護プログラムの一層の定着に向け、日本ヒューマン・ナーシング研

究学会及び日本脳神経看護研究学会の「意識障害・寝たきり（廃用症候群）患者の

生活行動回復看護（NICD）研修」に、各療護施設から看護師を派遣して、技術の向

上を図るとともに教育用マニュアルを策定し、看護師の教育を推進。 

 

＜自己評価＞ 評定：Ａ 

 高度先進医療機器を用いた高度

な検査・治療、ワンフロア病棟シ

ステムの運用、プライマリーナー

シング、ナスバスコアの活用等、

きめ細かく質の高い看護を実施

し、質の高い治療・看護に取り組

んでいる。 

 

 さらに、温浴刺激療法やバラン

スボールを使用した軽運動等によ

り、関節拘縮等の改善に効果的な

新しい看護手法である「療護看護

プログラム」（新看護プログラム）

について、効果の検証・分析を行

い、本格的な導入を開始しただけ

ではなく、その一層の定着に向け

た取組も開始したほか、一部の療

護施設においては、自立動作支援

ロボットスーツ「ＨＡＬ」を導入

し、起立・立位保持訓練の効率化

を図る等、新たな独自の取組も進

めているところである。 

 なお、質の高い治療・看護の取

組により、脱却者数については、

中期目標期間で１２９人に達して

おり、目標９５人以上の１２０％

（１１４人）を上回った。 

 

 また、新たな委託病床の設置に

ついては、近畿地区は平成２４年

度から、関東西部地区は平成２８

年度から入院患者の受入を開始し

ている。 

 

 以上のとおり、中期計画を十分

に達成しているほか、目標を上回

る成果も見受けられるものと判断
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③ 委託病床については、近畿

地区及び関東西部地区に新

たな委託病床を設置し、その

後、地理的要因や既存病床の

利用状況等を踏まえて、立地

等のあり方について引き続

き検討します。 

 

④ 療護施設（療護センター及

び委託病床）においては、上

記①から③までにより治療

効果を高め、中期目標期間の

最終年度までに遷延性意識

障害（脳損傷により自力移

動・摂食が不可能であるなど

の最重度の後遺障害）からの

脱却（注６）者数を９５人以

上とします。 

 

（注６）「脱却」とは、一定の意

思疎通・運動機能の改善が

なされた状態をいう。 

６）在宅介護への移行をスムーズに行うためには、より効果的に機能回復を行うため

のリハビリが重要であることから、東北療護センターでは、患者家族の強い希望に

より試験的にロボットスーツ HAL を一台導入しており、中村記念病院においてもロ

ボットスーツ HAL を一台、リハビリで活用。 

 

療護施設機能一部委託病床において、療護センター長等会議、ＭＳＷ担当者連絡

会議、看護部長等連絡会議、リハビリ担当者連絡会議等に各病院長、担当者等が毎

年度出席し、運営方針、治療技術等の各種情報の共有により、他の療護施設との密

接な連携を図りつつ、質の高い治療・看護を実施した。 

 

近畿地区については、平成２４年度に泉大津市立病院（大阪府泉大津市）に委託

先を決定し、平成２５年１月から入院患者の受入を開始。また、関東西部地区につ

いては、平成２７年度に湘南東部総合病院（神奈川県茅ヶ崎市）に委託先を決定し、

平成２８年５月から入院患者の受入を開始した。 

  また、地理的要因や既存病床の利用状況等を踏まえて、その後の委託病床の立地

等のあり方について検討を進めている。 

 

各療護施設における充実した治療・看護の取組により、中期目標期間で１２９人

が脱却。 

しＡ評定とするものである。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―２ 療護施設の周知、知見・成果の普及促進 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3号 

当該項目の重要
度、難易度 － 

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

日 本脳神経

学 会等にお

け る研究発

表件数 

中期目標期

間の年度毎

に31件以上 

31 件 36 件 33 件 35 件 31 件 34 件 予算額（千円） － － － － －

達成度 － － 116.1％ 106.5％ 112.9％ 100.0％ 109.7％
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,898,443 3,230,776 3,228,460 3,283,560 3,392,081

短 期入院協

力 病院等の

ス タッフへ

の 研修実施

件数 

－ 

14 病院 

 

19 人 

17 病院 

 

28 人 

21 病院 

2 施設 

32 人 

21 病院

2 施設

37 人

24 病院

5 施設

50 人

21 病院

2 施設

37 人

経常費用（千円）

※注１～注３ 
2,908,890 3,241,032 3,239,712 3,295,184 3,403,974

療 護施設に

お けるＭＳ

Ｗ による相

談対応件数 

－ － 10,132 件 10,911 件 9,969 件 10,692 件 10,509 件
経常利益（千円）

※注１～注３ 
289 4,013 4,232 4,232 40,531

      行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

      従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

         ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「療護業務」の実績額（療護業務

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ③ 病院等の関係機関への積極

的な働きかけ等を通じ、自動車

事故被害者及びその家族等に

対する療護施設（療護センター

及び委託病床）の周知を徹底す

る。 

 

④ 療護センターで得られた知

見・成果について、研究成果の

公表、部外の医師及び看護師等

に対する研修の実施等を通じ

て、他の医療機関等への普及促

進を図るとともに、在宅介護者

等への支援を進める。 

⑤ 病院等の関係機関への積

極的な働きかけ等を通じ、自

動車事故被害者及びその家

族等に対して療護施設（療護

センター及び委託病床）の確

実かつ効果的な周知を行い

ます。 

 

⑥ 療護センターで得られた

知見・成果を他の医療機関等

において最大限活用する観

点から、日本脳神経外科学会

及び日本意識障害学会にお

いて研究発表を年間３１件

以上行うほか、部外の看護師

等へ研修を行うなど、他の医

療機関等への治療・看護技術

の普及活動を積極的に行い

ます。また、療護施設におけ

るメディカルソーシャルワ

ーカー（注７）等による退院

に向けた援助や、看護師のケ

ア知識やノウハウ等の周知

を積極的に行うことにより、

在宅介護者等への支援を進

めます。 

 

（注７）「メディカルソーシャ

ルワーカー」とは、入院患

者や家族の退院後の生活

再建をサポートするため、

社会福祉の立場から患者

や家族の抱える心理的・社

会的な問題の解決・調整を

援助する専門職。 

＜主な定量的指標＞ 

日本脳神経学会等における

研究発表件数 

 

＜その他の指標＞ 

・短期入院協力病院等のス

タッフへの研修実施件数 

・療護施設におけるＭＳＷ

による相談対応件数 

 

＜評価の視点＞ 

療護施設の周知や知見・成果

の活用、在宅介護に向けた援

助が効果的になされている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

 療護施設の確実かつ効果的な周知のため、毎年度、以下の取組を実施した。 

１）各療護施設の事務職員及びＭＳＷが、病院等の関係機関に対して、訪問又は電話

により療護施設の周知を実施。 

２）特に、空床のある東北療護センターでは、主管支所・支所と連携して県内外の救

急救命センター、救急科専門医指定病院、リハビリテーション病院等の主な病院を

訪問し、入院促進のための積極的な広報活動を実施。 

３）被害者家族団体の総会及び学習会等に出席し、療護施設の周知を実施。 

４）主管支所等では、救命救急センター等の病院への訪問並びに被害者家族団体の総

会及び学習会への出席により、療護施設の周知を行うとともに、損害保険会社の支

払い担当部所に対し、被害者への周知について協力依頼を実施。 

 

 療護センターで得られた知見・成果の普及と在宅介護者等への支援として、以下の

取組を実施した。  

１）療護施設の知見・成果の活用等 

・日本脳神経外科学会及び日本意識障害学会において、平成２８年度末までの５ヶ

年で１６９件と年間３１件を上回る研究発表を行った。 

・毎年度各療護センターにおいて、療護センターの看護ケアの実習、家族への対応

等を内容とする短期入院協力病院等のスタッフへの実務研修を実施した。 

・中部療護センターに開設した「連携大学院」において研究指導等を行うとともに、

各年度日本意識障害学会等の場において、研究成果の発表を実施。 

２）在宅介護者等に対する支援等 

・在宅介護者等にする支援を進めるため、療護施設において、ＭＳＷが患者家族等

の在宅看護に関する相談や問い合わせ（退院に関するものや退院後の患者家族に

よる介護に関するもの等）に常時対応。 

なお、退院後の患者家族による介護に関することについては、ＭＳＷや看護師

等の持つケア知識、ノウハウ等のアドバイスを受け、情報提供を行っている。 

また、患者家族に対し、よりきめ細やかに対応するため、平成２８年度より各

療護センターにおけるＭＳＷの体制を強化。 

・機関誌「ほほえみ」に在宅看護等に関する情報を適宜掲載したほか、療護施設で

の看護方法や患者家族が在宅介護を行う際のケア方法等を紹介した DVD「療護施

設での看護と在宅介護に向けて」を作成。機関誌「ほほえみ」の H２６年夏号を

送付する際に同封し、介護料受給者、被害者団体へ送付したほか NASVA ホームペ

ージにおいても閲覧可能とした。 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 各療護施設の事務職員及び MSW

や各主管支所等により、救命救急

センター等の病院、損保会社等へ

周知徹底を図っているほか、療護

センターで得られた知見・成果に

ついて他の医療機関等への普及促

進を図るべく、年間３１件以上の

研究発表を行うとともに、在宅介

護者への新たな支援として療護施

設での看護方法や患者家族が在宅

介護を行う際のケア方法等を紹介

したＤＶＤを制作し広く普及を図

っているなど取組を着実に実施し

ていることから、中期計画を十分

に達成しているものと判断しＢ評

価とするものである。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 介護料の支給等 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 4号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

介 護料支給
実績（受給者
数、支給額） 

－ 
4,758 人 

3,054 百万円 
4,796 人 

3,084 百万円 
4,789 人 

3,076 百万円 
4,784 人

3,039 百万円
4,777 人

3,041 百万円
4,776 人

3,053 百万円
予算額（千円） － － － － － 

訪 問支援実
施 率（計画
値） 

中期目標期
間最終年

度：前年度
末介護料受
給資格者数
に対する割
合 60％以上 

－ 40％以上 45％以上 50％以上 55％以上 60％以上
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

訪 問支援実
施 率（実績
値） 

－ 40.6％ 46.3％ 49.5％ 55.2％ 60.6％ 66.3％
経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

達成度 － － 115.8％ 110.0％ 110.4％ 110.2％ 110.5％
経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

訪 問支援実
施人数 － 1,866 人 2,139 人 2,296 人 2,577 人 2,781 人 3,083 人

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

短期入院・入
所 費用助成
支 給者数及
び支給額 

－ 
756 人 

40 百万円 

972 人 

53 百万円 

1,043 人 

61 百万円 

1,091 人

58 百万円

1,182 人

69 百万円

1,265 人
70 百万円

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

介 護支援効
果 に関する
評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.23 4.33 4.39 4.40 4.45 4.46
   

達成度 － － 108.3％ 109.8％ 110.0％ 111.3％ 111.5％
   

  

    

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護

料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ① 重度後遺障害者に対して、被

害等の状況に応じて介護料を

支給するとともに、介護家庭へ

の個別訪問を量的・質的に充実

させることにより、重度後遺障

害者及びその家族に対する支

援を強化する。 

  なお、毎年度の訪問支援実施

割合について、中期目標期間の

最終年度までに、前年度末介護

料受給資格者数に対する割合

を６０％以上とする。 

② 国と連携しつつ、在宅介護を

受けている重度後遺障害者が、

メディカルチェックを受ける

ため、また、その家族の負担を

軽減するため、安心して短期的

に病院や福祉施設を利用する

ための支援措置を検討し、実施

する。 

③ 重度後遺障害者及びその家

族等を支援し、そのニーズを把

握する観点から、相互に情報交

換や交流できる場を設ける。ま

た、機構は把握したニーズに即

した支援の充実を図る。 

① 重度後遺障害者に対して

被害等の状況に応じた介護

料の支給を実施することに

より、効果的な被害者救済を

図ります。また、介護料受給

者やその家族を精神的な面

で支援するため、全介護料受

給資格者に対して訪問支援

を毎年実施することを視野

に入れ、重度後遺障害者宅へ

の訪問支援を充実・強化しま

す。 

  なお、毎年度の訪問支援実

施割合について、中期目標期

間の最終年度までに、前年度

末介護料受給資格者数に対

する割合を６０％以上とし

ます。このため、コーディネ

ーター（被害者支援専門員）

の養成を含め、質の向上を図

るために担当職員の研修を

実施します。 

② 国と連携しつつ、重度後遺

障害者及びその家族が安心

して短期入院協力病院（以下

「協力病院」という。）等へ短

期入院することや福祉施設

等へ入所することが可能と

なる支援措置を検討し、必要

な措置を実施します。特に協

力病院への短期入院の利用

促進を図るためには、協力病

院が利用者の要望を把握し、

また、利用者も各協力病院の

詳細な情報を把握すること

が重要であることから、協力

病院スタッフとの意見交換

会を実施するほか、協力病院

が提供するサービスの内容

を調査し、利用者へ的確に情

報提供します。 

＜主な定量的指標＞ 

・訪問支援実施率 

・介護支援効果に関する評

価度 

 

＜その他の指標＞ 

・訪問支援実施人数 

・介護料支給実績 

・短期入院・入所費用助成支

給実績 

 

＜評価の視点＞ 

重度後遺障害者及びその家

族等のニーズを踏まえた支

援を実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 重度後遺障害者への介護料支給、訪問支援の充実強化等、効果的な被害者救済に向

け、以下の取組を実施した。 

１）介護料の支給等 

・障害の程度、介護の状況等に応じ、毎年度約４，８００人の重度後遺障害者に対

し介護料を支給した。 

・また、受給者等のニーズを踏まえ、介護料支給対象品目等の拡大を実施した。 

２）訪問支援の充実・強化 

・平成２６年１０月より、毎週木曜日を「被害者援護促進の日」と定め、全支所に

おける被害者援護業務の実施体制を強化した。 

・同時に組織規程等を改正し、各主管支所等の全ての所属職員を被害者援護業務の

担当に指定することとした。 

・こうした体制強化により、前中期目標期間の最終年度では４０．６％であった訪

問支援の実施割合が大きく向上し、平成２８年度において６６．３％を達成した。 

・さらに、訪問支援の際に必要な情報を効率的に提供するための情報端末の活用や

訪問支援の結果を本部、主管支所及び支所で共有することにより、訪問支援の一

層の質の向上を図った。 

３）コーディネーター（被害者支援専門員）の養成、被害者援護担当職員の資質向上

のための研修 

・被害者援護担当職員の資質向上のため、自賠責保険制度や被害者援護に係る各業

務の実務内容等に関する講義を内容とする研修を各年度実施した。 

・コーディネーター候補者に対しては、在宅介護をより深く理解できるよう、療護

センターにおいて数週間の長期間実技研修を実施した。 

・コーディネーターの配置については、平成２４年度までに全９主管支所に配置し

たほか、東京、名古屋、大阪の各主管支所には、平成２５年度から平成２６年度

にかけて、更に１名ずつを配置し体制の強化を図った。 

（コーディネーターは、研修で培った専門的な知見を発揮することで、受給者に

適したアドバイスや問い合わせへの対応ができ、また、在宅介護の精神的・肉

体的負担をより理解できる相談相手となって介護者の話に対応できるなど、被

害者援護業務の牽引役として、訪問支援率及び訪問支援への満足度の向上にも

貢献している。） 

４）早期の被害者救済促進に向けた新たな被害者援護業務の周知活動 

①一般社団法人日本損害保険協会を通じた周知活動 

・一般社団法人日本損害保険協会に対し、介護料制度を中心とした NASVA の被害者

援護業務の周知依頼をトップセールスにより実施し、被害者援護業務のリーフレ

ット等の配布の協力を得た。 

②一般社団法人日本福祉用具供給協会等を通じた周知活動 

・介護ベッドや介護用イス等福祉用具の販売、レンタルを行う事業者の唯一の全国

団体である一般社団法人日本福祉用具供給協会の協力により、平成２７年度及び

２８年度に東京で開催された国際福祉機器展における同協会のブース内に、介護

料制度を中心とした NASVA の被害者援護業務の周知を図るためパンフレットを

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 毎年度、介護料の適切な支給を

行うとともに、介護料支給対象品

目の拡大を図るといった受給者等

のニーズを踏まえた対応を実施し

た。 

 また、訪問支援の充実強化に向

け、「被害者援護促進の日」（毎週

木曜日）の開始のほか、各主管支

所等の全ての所属職員を被害者援

護業務担当に指定、被害者援護業

務の牽引となるコーディネーター

の養成・適正配置といった体制整

備を図ったほか、情報端末の活用

や訪問支援結果の情報共有等、訪

問支援の一層の質の向上も図り、

最終年度である平成２８年度にお

いて訪問支援実施割合６６．３％

を達成した。また、悩みの解消や

相互の情報交換の場として、毎年

度、各支所単位で受給者等の交流

会を開催するなど、介護料受給者

及びその家族等のニーズを踏まえ

ながら、相互の情報交換や交流を

通じた支援を実施している。 

 さらに、短期入院協力病院等の

利用促進に向け費用の助成を行う

とともに、協力病院等への訪問や

交流により、受入条件や環境を把

握し、これら情報を受給者等へ提

供する等、受給者等と協力病院等

をつなぐ役割を果たしている。 

 加えて、NASVA の被害者援護業

務の一層の周知に向け、日本損害

保険協会、日本福祉用具供給協会

等のほか、警察庁に対しても介護

料制度を中心としたＮＡＳＶＡの

被害者援護業務についての周知・

広報依頼を行い、重度後遺障害者

となった被害者に対し介護料を始

めとする被害者援護制度の情報を
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③ 重度後遺障害者及びその

家族等の交流会の開催等に

より、相互の情報交換や交流

を通じた支援を実施します。

また、交流会等により得られ

た重度後遺障害者及びその

家族等の在宅介護に関する

知識・技術等のニーズに即し

た支援を検討し実施します。 

④ 以上の施策を実施するこ

とにより、重度後遺障害者の

家族に対する５段階評価の

調査における介護支援効果

に関する評価度について、中

期目標期間の年度毎に４．０

以上とします。 

設置した。 

・また、交通事故被害者と接する機会が多い車椅子メーカーに対して、ＮＡＳＶＡ

の被害者援護業務の広報を行うとともに周知依頼を実施した。 

③警察庁を通じた広報・周知依頼 

・交通事故被害者と最初に接する機会が多い警察官に対して、ＮＡＳＶＡの被害者

援護業務について理解と協力を求めることが効果的な制度の周知・広報につなが

ることから、警察庁を通じて各都道府県警察に対して、ＮＡＳＶＡの被害者援護

業務の広報を行うとともに周知依頼を実施した。 

５）短期入院協力病院・施設の一層の利用促進に向け、以下の取組を実施した。 

①短期入院・入所費用に係る助成 

・受給者及び介護者のニーズの高い短期入院・入所を促進するため、患者移送費、

ヘルパー等費用、室料差額及び食事負担額に係る費用を助成した。 

②意見交換会の開催等による協力病院等の利用促進 

・短期入院・入所の利用促進を図るため、国土交通省、協力病院等、NASVA 本部・

支所及び被害者団体代表者が参加する意見交換会を各主管支所で開催。情報共有

と事例検討による利用促進に向けた協議を実施した。 

・さらに、協力病院等への訪問や交流会を通じて、患者等の受入条件・環境（個室

の有無、看護体制等）等を把握し、訪問支援、交流会、意見交換会等の際に受給

者等に案内するとともに、受給者等の要望を協力病院等へ情報提供し、受給者等

と協力病院等との間をつなぐことで協力病院等の利用を促進した。 

・また、有識者、被害者団体、国土交通省及びＮＡＳＶＡで構成する被害者救済対

策に係る意見交換会により、協力病院等の利用促進や被害者等ニーズにあった被

害者救済対策を継続的に検討した。 

６）重度後遺障害者及びその家族等における相互の情報交換や交流を通じた支援のた

め、以下の取組を実施した。 

①同じ境遇にある各家庭の受給者等の交流の場を設けて、悩みの解消、孤独感の軽減、

相互の情報交換等を行う交流会を各支所単位で毎年度開催した。 

②また、療護施設、協力病院等、行政等関係機関の協力を得て、講習会・勉強会等と

交流会との同時開催や、機関誌「ほほえみ」の活用等により、協力病院等の施設情

報や防災情報等に関する情報提供を行うとともに、訪問支援を通じて受給者等の災

害時の安否確認のために、緊急連絡先の把握を行うなど、ニーズに即した支援の充

実を図った。 

 

以下のとおり、毎年度４．０以上の評価を得ている。 

【各年度評価度】 

平成２４年度 ４．３３ 

平成２５年度 ４．３９ 

平成２６年度 ４．４０ 

平成２７年度 ４．４５ 

平成２８年度 ４．４６ 

早々に伝えられることが期待され

る等、早期の被害者救済促進の仕

組みを構築した。 

 これらの取組は、中期計画を十

分に達成しているものと判断し、

Ｂ評価とするものである。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 交通遺児等への生活資金の貸付 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 5号及び第 6号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

交 通遺児等

貸付実績（貸

付 人数及び

貸付額） 

－ 
426 人 

103 百万円 

366 人 

89 百万円 

301 人 

73 百万円 

253 人

62 百万円

212 人

48 百万円

166 人
38 百万円

予算額（千円） － － － － － 

新 規貸付人

数 （上記内

数） 

－ 39 人 46 人 32 人 41 人 23 人 8 人
決算額（千円） 

※注１～注３ 
414,161 434,010 437,159 415,708 395,644

「 友の会の

集い」参加人

数 

－ 615 人 907 人 794 人 757 人 722 人 762 人
経常費用（千円）

※注１～注３ 
450,775 469,912 473,534 453,461 434,719

交 通遺児へ

の 精神的支

援 に関する

評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.0 以上 

4.51 4.57 4.58 4.63 4.66 4.64
経常利益（千円）

※注１～注３ 
41,705 △5,452 △26,183 △25,704 50,887

達成度 
－ － 114.3％ 114.5％ 115.8％ 116.5％ 116.0％

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － － 

 
     従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

    

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「貸付業務」の実績額（貸付業務

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
 

  

18



 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 交通遺児等に対して必要な生

活資金の貸付を行うとともに、精

神的支援を効果的に実施する。 

① 交通遺児等に対して生活

資金の貸付を行うことにより、

被害者救済を図ります。 

 また、交通遺児家族等同士の

交流を促進するなどにより、精

神的支援を効果的に実施しま

す。 

 

② ①の施策を実施すること

により、被害者に対する５段階

評価の調査における精神的支

援に関する評価度について、中

期目標期間の年度毎に４．０以

上とします。 

＜主な定量的指標＞ 

交通遺児への精神的支援に

関する評価度 

 

＜その他の指標＞ 

・交通遺児等貸付実績 

・新規貸付人数 

・「友の会の集い」参加人数

 

＜評価の視点＞ 

精神的支援が効果的に実施

されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 交通遺児等への生活資金の貸付のほか、効果的な精神支援のため、以下の取組を実

施した。 

○交通遺児及びその保護者等を対象とした「友の会」を運営し、次のとおり精神的

支援を実施した。 

・被害者家族同士の交流の場として「友の会の集い」「保護者交流会」を毎年全支

所において実施。また、多くの支所では被害者家族の一層のコミュニケーショ

ンを図ることを目的に泊まりがけのイベントを実施。 

・交通遺児等の創作活動を通じた健全育成を目的とした「友の会コンテスト」（年

度毎に絵画、書道、写真により実施）を実施。毎年度、本部及び各主管支所等

において表彰式を開催。 

・企業・団体からの招待により、毎年度多くの友の会会員が企業等主催のイベン

ト等（自然教室、サッカー観戦、野球観戦等）に参加。 

 

 以下のとおり、毎年度４．０以上の評価を得ている。 

【各年度評価度】 

平成２４年度 ４．５７ 

平成２５年度 ４．５８ 

平成２６年度 ４．６３ 

平成２７年度 ４．６６ 

平成２８年度 ４．６４ 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 交通遺児等家族の友の会の集

い、保護者交流会、友の会コンテ

ストなどＮＡＳＶＡならではの精

神的支援を着実に実施しているこ

とから、中期計画を十分に達成し

ているものと判断しＢ評定とする

ものである。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―５ 自動車事故被害者等への情報提供・相談対応 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

交 通事故被

害 者ホット

ラ イン受付

件数 

－ 2,745 件 3,081 件 3,157 件 3,234 件 2,997 件 2,309 件 予算額（千円） － － － － － 

在 宅介護相

談 窓口相談

件数 

－ － 2,378 件 2,126 件 1,623 件 1,714 件 1,613 件
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 395,644

 
    

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 434,719

 
    

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 50,887

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － － 

 
     従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

    

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護

料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 自動車事故被害者等への情報

提供や相談対応を的確に実施す

る。 

自動車事故の被害者等から

の問い合わせに対し、機構の各

種援護制度や他機関の援護制

度・事故相談・訴訟・病院等に

関する総合的な情報提供や相

談対応を関係機関と連携して

的確に行います。 

 さらに、機関誌やホームペー

ジの活用により各種情報を発

信します。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・交通事故被害者ホットラ

イン受付件数 

・在宅介護相談窓口相談件

数 

 

＜評価の視点＞ 

被害者等のニーズに応じた

相談対応がなされているか。

＜主要な業務実績＞ 

 自動車事故被害者等への的確な情報提供のため、毎年度、以下の取組を実施した。 

 

１）「ＮＡＳＶＡ交通事故被害者ホットライン」利用向上のための取組み 

・ホットラインのロゴをあしらったチラシとマグネットシールを作成し、「ナスバ

ギャラリーＩＮ東京」、「交通安全。アクション２０１５」ほか政府主催のシンポ

ジウム等の集客イベントの場で配布した。 

・ホットラインのアウトバウンド業務により、救命救急病院、回復期リハビリ病院

に対し周知した。 

・「被害者援護制度紹介リーフレット」にホットラインのページについて利用例を

掲載し、各主管支所等から各関係機関へ周知した。 

 

２）情報案内サービスに従事する者（オペレーター）が的確に情報提供ができるよう、

以下の研修を実施した。 

・脳外傷被害者団体等から講師を招き、家族の心理、カウンセリングの重要性など

の講義を実施した。 

・交通事故相談室、ＡＤＲセンター、療護センター、（一社）自賠責保険・共済紛争

処理機構などの相談業務担当者との意見交換等を行い、他の相談機関の対処方法

などを習得させた。 

・ＮＡＳＶＡにおける被害者支援制度に関する講義を実施し、理解の深度化を図っ

た。 

 

３）被害者援護員の創設 

・被害者援護業務の充実を図るため、交通遺児等育成支援事業の実施担当者として

各支所に置かれていた家庭相談員について、訪問支援業務等被害者援護業務全般

に関わる被害者援護員へシフトさせた。 

・各主管支所において、被害者援護員に相談業務に必要な知識付与、各自の相談業

務の実体談の共有や他機関の各種救済制度の情報交換を行うとともに、ナスバ被

害者支援制度の周知策等について研修を実施した。 

 

４）介護に関する相談窓口における相談支援の実施 

・各主管支所の介護福祉士等の資格を持つ在宅介護相談員が、療護施設と連携して

毎年度約２千件の相談に対応し、介護に関する知識・技術の情報を提供した。 

・主な相談内容は「介護料制度や介護用品に関する問い合わせ」、「協力病院や他の

受給者が利用している病院、近くの病院の情報」、「在宅介護サービス」等。 

・また、相談内容に応じて、地域の被害者団体を紹介する等、被害者団体との連携

した取組を実施した。 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 交通事故被害者ホットラインに

よる情報案内サービス、在宅介護

相談窓口における相談支援を実施

するとともに、家庭相談員を訪問

支援業務等被害者援護業務全般に

関わる被害者援護員へシフトさせ

たほか、新たに国交省と連携した

介護者なき後問題に関する情報提

供を開始した。 

 さらに、全国犯罪被害者支援フ

ォーラムへの参加や市原刑務所の

受刑者に対する重度後遺障害者の

置かれた実態に関する講義の実施

等、被害者の思いを代弁するナス

バならではの新たな被害者支援策

に取組むなど中期計画を十分に達

成しているものと判断しＢ評価と

するものである。 

21



５）被害者援護に係る各種情報発信 

・機関誌「ほほえみ」を年４回発行し、介護料受給者を対象に配布。特集記事とし

て、新設したＮＡＳＶＡ委託病床の案内、東日本大震災を教訓とした今後の備え

として「避難行動要支援者支援制度」の紹介、自然災害等に備える防災情報の紹

介等、受給者から要望のあった有益な記事を掲載した。 

・国土交通省と連携し、ＮＡＳＶＡホームページ内に親なき後問題に関する情報を

新たに掲載した。 

 

６）重度後遺障害者の置かれた実態を伝える講義等の実施 

 自動車事故被害者の後遺障害の実態を広く伝える新たな取組を実施した。 

①市原刑務所において、被害者が重度後遺障害を負った事犯の受刑者に対し、被害者

やその家族の実情についての講義を実施した。 

②警察庁等主催「全国犯罪被害者支援フォーラム 2015」において、パネリストとして

参加し、ナスバの被害者支援制度及び取組状況について説明し、周知を図った。 

③大手運送会社の管理者研修において、自動車事故被害者の実情について講義した。 

  また、これらの取組結果を訪問支援の際や「ほほえみ」への掲載により被害者の

方々へフィードバックした。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―１ 自動車アセスメント情報提供業務 衝突安全性能評価 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13条第 8号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

旧車種の評

価指標平均

値（乗員保護

性能  運転

席） 

中期目標期

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標平均値

が、旧車種

の評価指標

平均値以

上。 

5.67 5.78 5.56 33.49 

旧 ：116.9 

後継：119.4 

旧 ：125.8 

後継：127.9 
予算額（千円） － － － － － 

後継車種の

評価指標平

均値（乗員保

護性能  運

転席） 

5.67 5.67 5.89 33.82 
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049 

達成度 
－ － 98.1％ 105.9％ 101.0％ 

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409 

旧車種の評

価指標平均

値（乗員保護

性能  助手

席） 

中期目標期

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標平均値

が、旧車種

の評価指標

平均値以

上。 

5.67 5.67 5.43 22.13 
経常利益（千円） 

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467 

後継車種の

評価指標平

均値（乗員保

護性能  助

手席） 

5.33 5.89 5.86 22.76 
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － － 

達成度 
－ － 103.9％ 107.9％ 102.8％ 

従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309 

旧車種の評

価指標平均

値（歩行者頭

部保護性能） 

中期目標期

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標平均値

が、旧車種

の評価指標

平均値以

上。 

3.67 3.56 3.00 2.95 

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護

料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

後継車種の

評価指標平

均値（歩行者

頭部保護性

能） 

4.00 4.33 4.44 3.42 

23



達成度 
－ － 121.6％ 148.0％ 115.9％ 102.1％ 101.7％ 

ファイブス

ター獲得車

種数 

－ 3車種 6車種 7車種 10車種 5車種 6車種 

平均評価得

点数 
－ 176.8 180.4 181.4 182.1 180.9 182.3 

最高評価得

点数 
－ 179.6 184.8 189.7 188.8 188.2 199.7 

満足度評価

（計画値） 

中期目標期

間の年度毎

に 4.0以上 

4.16 4.00 4.02 4.10 4.46 4.52 

達成度 
－ － 100.0％ 100.5％ 102.5％ 111.5％ 113.0％ 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ① 国及び関係機関と連携しつ

つ、閣議決定を踏まえ引き続き

機構で実施するとともに、内容

の一層の充実を図る。 

 

② 車両の安全性能に関する公

正でわかりやすい情報提供を

進めることにより自動車メー

カーの安全な車の開発意識を

高めるとともに、アセスメント

試験の質の向上のため、事故と

の相関分析、車両の安全性能に

関する試験内容や評価方法の

改善を図る。また、海外機関と

の情報交換等により試験開発

能力の向上を図るとともに、外

部評価を行い、その内容を国民

にわかりやすい形で情報提供

する。 

① 「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成２

５年１２月２４日閣議決定）

を踏まえ、引き続き機構で実

施するとともに、内容の一層

の充実を図ります。 

 

② 効率的かつ公正な自動車

アセスメントを実施するこ

とにより、自動車メーカーの

安全な車の開発意識を高め

るとともに、ユーザーが安全

な車を選択しやすい情報を

提供します。 

  これにより安全性能に係

る指標について、中期目標期

間の年度毎に、過去に自動車

アセスメントを実施した車

種の後継車種の評価指標の

平均値が、旧車種の評価指標

の平均値以上となるように

します。 

 

④ ②及び③の施策を実施す

ることにより、ユーザーに対

する５段階評価の調査にお

ける利用度・満足度について

の評価度について、中期目標

期間の年度毎に４．０以上と

します。 

＜主な定量的指標＞ 

・後継車種の評価指標平均

値が旧車種の評価指標平

均値以上 

・満足度評価 

 

＜その他の指標＞ 

・ファイブスター獲得車種

数 

・平均評価得点数 

・最高評価得点数 

 

＜評価の視点＞ 

自動車メーカーによる安全

な車両の開発意識の向上と、

ユーザーの安全な車の選択

に繋がる取組がなされてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

 自動車アセスメント事業の更なる充実を図るため、本部に自動車アセスメント部を

設置するとともに、各主管支所等の事務に「自動車アセスメントの周知宣伝に関する

こと」を明文化し自動車アセスメント広報業務を追加し、自動車アセスメント事業を

効率的に実施する体制を構築した。  

 

 効率的かつ公正な自動車アセスメントの実施により、衝突安全性能評価において

は、歩行者保護エアバッグを装着した車両が過去最高の得点数となるなど、最高得点

が１９０点台を大きく超えて推移しており、また、平成２６年度から新たに開始した

予防安全性能評価においては、２８年度末時点で延べ１００車種超の試験を実施し、

試験導入３年目において平均得点率は、２６年度の５１．０％から２８年度には８６．

５％と右肩上がりとなっており、なかでも軽自動車においては、著しい向上が見られ

た。 

 さらに、衝突安全性能について、後継車種の評価指標の平均値が旧車種の評価指標

の平均値を上回っているほか、これまでの評価において、側面衝突時に運転席の頭部

保護効果が高いサイドカーテンエアバッグの装備が新たに後継車種で装備されるよ

うになったこと、評価が低かった車種がその後の設計変更により高い評価を得たこ

と、軽自動車及び外国産車で初めてファイブスターを獲得といった結果が見受けら

れ、各自動車メーカーの安全な車の開発意識が確実に高まっている状況に至った。 

 

 ４．０以上の評価を毎年度得た。 

＜評定・根拠＞ 評定：Ｂ 

 閣議決定の趣旨を踏まえ、業務

の充実強化に向け、本部及び各主

管支所等の体制強化を図った。 

 また、後継車種の評価指標が旧

車種の平均値を上回り、軽自動車

及び外国産車で初めてのファイブ

スターを獲得、衝突安全性能評価

試験の平均得点が高い水準で推移

している等、効率的かつ公正な自

動車アセスメントの実施により、

各自動車メーカーの安全な車の開

発意識の向上が数値的に反映され

ていることから、中期計画を十分

に達成しているものと判断しＢ評

価とするものである。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―２ 自動車アセスメント情報提供業務 予防安全技術試験等 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

      予算額（千円） － － － － － 

 
    

決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

 
    

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

  
   

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

 
     従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介

護料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 車両の安全性能に関する公

正でわかりやすい情報提供を

進めることにより自動車メー

カーの安全な車の開発意識を

高めるとともに、アセスメント

試験の質の向上のため、事故と

の相関分析、車両の安全性能に

関する試験内容や評価方法の

改善を図る。また、海外機関と

の情報交換等により試験開発

能力の向上を図るとともに、外

部評価を行い、その内容を国民

にわかりやすい形で情報提供

する。 

 

③ 車両の安全性能に関する公

正でわかりやすい情報提供を

進めることにより自動車メー

カーの安全な車の開発意識を

高めるとともに、アセスメント

試験の質の向上のため、事故と

の相関分析、車両の安全性能に

関する試験内容や評価方法の

改善を図る。また、海外機関と

の情報交換等により試験開発

能力の向上を図るとともに、外

部評価を行い、その内容を国民

にわかりやすい形で情報提供

する。 

⑤ 衝突時の乗員対策及び後

遺障害対策並びに歩行者の

保護性能を改善するため、事

故実態を踏まえ、試験方法、

評価方法の策定や見直しを

行います。 

  また、自動車事故を未然に

防止する予防安全技術につ

いては、試験方法及び評価方

法を導入します。 

 

⑥ 専門家との討論及び情報

交換を実施するなど、各国の

アセスメント機関、専門家等

との情報交換を継続的に実

施することにより、試験方法

の見直し、情報提供方法の改

善等に役立てます。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

予防安全技術の試験方法、評

価方法の導入がなされてい

るか。海外のアセスメント機

関から得た情報を試験方法

の改善等に繋げているか。 

＜主要な業務実績＞ 

○事故実態を踏まえた衝突安全性能試験・評価方法の見直し等 

・事故実態を反映した適切な評価を行うため、衝突時の歩行者保護性能試験につい

て、試験速度及び評価基準見直しに向けた調査研究を行い、変更を行ったほか、

衝突時の乗員保護性能評価についても、高齢者を考慮した評価方法とするための

調査研究を行い、変更を行うなど、事故実態を踏まえた事故防止効果の改善のた

めの取組を行った。 

 

○予防安全性能評価の実施・拡充 

・予防安全性能評価の開始に向けた調査研究を実施することにより、平成２６年度

から衝突被害軽減ブレーキ試験（AEBS）[対車両]及び車線逸脱警報装置（LDWS）

による予防安全性能評価試験を開始した。 

・平成２６年度には後方視界情報提供装置の試験導入に向けた調査研究を実施し、

平成２７年度から評価試験を開始した。 

・衝突被害軽減ブレーキ試験[対歩行者]を導入するための基礎調査を平成２６年

度から実施し、平成２８年度から評価試験を開始した。 

・また、平成２８年度には、平成２９年度からの車線逸脱防止装置の評価導入に向

けた調査研究を実施し、さらに、夜間における歩行者に対する衝突被害軽減ブレ

ーキについて、平成３０年からの評価開始に向けた調査研究を実施する。 

 

 毎年の国際会議等の場において、海外の自動車アセスメント関係機関との積極的な

情報交換を実施した。 

 

 こうした結果、特に衝突被害軽減ブレーキ試験（AEBS）[対車両]及び車線逸脱警報

装置（LDWS）の評価試験について、試験方法の作成の検討において、既に評価が開始

されていた欧米の知見を活用することができたほか、後方視界情報提供装置につい

て、試験方法及び評価方法を作成する際に米豪の取組を参考としたことにより、我が

国における同試験方法及び評価方法の前倒しでの確立に繋がった。 

＜評定・根拠＞ 評定：Ｂ 

 交通事故被害の軽減の観点から

実施している衝突安全性能評価に

ついて、交通事故実態を踏まえた

試験方法等の検討・見直しを実施

した。 

 また、より安全性能の高い予防

安全技術の普及を図るため、調査

研究により評価方法を策定し、評

価を開始した。 

 さらに、後方視界情報提供装置、

歩行者に対する衝突被害軽減ブレ

ーキに対する評価を導入するため

の調査研究を実施し、評価を開始

するなど、事故実態と安全技術の

進展を踏まえつつ着実に効果のあ

る安全装置に対する評価項目の導

入を行った。 

 なお、後方視界情報提供装置の

評価については、年度計画で定め

た調査研究にととまらず、試験方

法及び評価方法までを前倒しで確

立し、評価を開始した。 

 一方、海外の自動車アセスメン

ト関係機関との積極的・円滑な情

報交換に努め、良好な関係を築い

ており、その結果が予防安全性能

評価の円滑な開始に結びついてい

る。 

以上のとおり、中期計画を十分

に達成しているものと判断しＢ評

定とするものである。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―３ 自動車アセスメント情報提供業務 わかりやすい情報提供 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

自 動車アセ

ス メントＨ

Ｐ アクセス

件数 

－ － － 352,711 件 452,173 件 443,862 件 406,771 件 予算額（千円） － － － － － 

自 動車アセ

スメント 

パ ンフレッ

ト配布数 

－ － 約 69 万部 約 62 万部 約 75 万部 約 190 万部 約 180 万部
決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

広 報活動実

施回数 
－ － ２回 ２回 １１回 ３１回 ９０回

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

  
   

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

 
     従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

  

     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介

護料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 車両の安全性能に関する公

正でわかりやすい情報提供を

進めることにより自動車メー

カーの安全な車の開発意識を

高めるとともに、アセスメント

試験の質の向上のため、事故と

の相関分析、車両の安全性能に

関する試験内容や評価方法の

改善を図る。また、海外機関と

の情報交換等により試験開発

能力の向上を図るとともに、外

部評価を行い、その内容を国民

にわかりやすい形で情報提供

する。 

③ パンフレット配布、ホーム

ページの構成改善、試験の公

開、イベントの開催等によ

り、アクセスしやすい、わか

りやすい情報提供をユーザ

ーに行います。 

 

⑦ 業務改善状況等について

タスクフォースにより外部

評価を行い、その結果をホー

ムページ等で公表します。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・自動車アセスメントＨＰ

アクセス件数 

・自動車アセスメントパン

フレット配布数 

・広報活動実施数 

 

＜評価の視点＞ 

ユーザーのニーズに沿った

わかりやすい情報提供がな

されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

利用しやすい、わかりやすい情報提供をこれまで以上に行うため、以下の取組を実

施した。 

 

１）パンフレット、ホームページの改善等 

・平成２６年度から開始した予防安全性能評価について、一定以上の性能を有する

予防安全装置を備える車種であることがわかるように、評価車種に対して付与す

るロゴマークを作成した。 

・予防安全装置（衝突被害軽減ブレーキ[対車両]、車線逸脱警報装置、後方視界情

報提供装置）を備えた車種に対する評価結果の公表にあたっては、ユーザーが各

装置の概要を容易にイメージ出来るイラストを掲載するとともに評価結果をわ

かりやすく表した「予防安全性能評価」パンフレットを作成した。 

・パンフレットについては、アセスメントの概要がより理解されやすいよう、掲載

内容の構成を見直したほか、安全な自動車を選ぶことの重要性を認識してもらえ

るよう、新たに「より安全な車選びのためのチェックリスト」を掲載するなどの

工夫を施した。 

・パンフレットよりもさらに容易に自動車アセスメント情報に触れてもらうため、

自動車アセスメントのホームページのＱＲコードを記載したチラシを新たに作

成し、各イベントのほか、全国の自動車販売店、整備事業者、道の駅、運転免許

センター等で配布した。 

・評価結果をできるだけ早くユーザーに伝えることができるように、評価結果の公

表を試験終了直後としたことにより、各車種の評価結果が随時公表され、ホーム

ページのアクセス件数が飛躍的に増加した。 

 

２）発表会等の開催による広報活動 

・自動車アセスメント結果発表会を二子玉川駅前「ガレリア」や東京国際フォーラ

ムで毎年度開催し、メディア関係者に対し試験結果を公表するとともに「JNCAP

ファイブスター賞」を授与した。 

なお、「平成２８年度自動車アセスメント結果発表会」においては、「衝突安全性

能評価ファイブスター賞」（旧「JNCAP ファイブスター賞」）に加え、「衝突安全性

能評価大賞」、「衝突安全性能評価特別賞」を授与し、あわせて「歩行者保護エア

バックの展開デモンストレーション」を実施した。 

・地方におけるアセスメント事業の周知を目的として、平成２６年度以降、前期の

結果発表会を福岡県（JR 博多駅前）や京都府（ＪＲ京都駅前）にて開催した。 

・平成２６年度に予防安全性能評価の結果を初めて発表する際に、衝突被害軽減ブ

レーキ（AEBS）[対車両]性能試験のデモンストレーションをメディア関係者に対

して公開するとともに、自動車メーカー６社６車種による同装置装備車両の試乗

を実施した。また、平成２８年度には、衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）[対歩行

者]性能試験のデモンストレーション及び自動車メーカー４社５車種による同装

置装備車両の試乗を実施した。 

＜評定・根拠＞ 評定：Ａ 

 ＮＡＳＶＡの全国組織を活用し

アセスメント事業を全国で普及さ

せるため、アセスメント試験車両

の展示、安全性の高いチャイルド

シートの取り付け体験等による広

報活動を全国各地の主管支所等に

おいて実施したほか、これまで都

内で行っていたアセスメント結果

発表会（平成２６年度及び平成２

７年度の前期）についても地方で

開催し、また、自動車運送業界に

対するアセスメントの情報発信と

いった取り組みも開始した。試験

公開や試乗といった新たな手法に

よる結果公表を実施することによ

り、より多くのユーザーへ自動車

アセスメントの広報を行った。 

 さらに、介護料受給者等との交

流会における自動車アセスメント

事業の紹介により、被害者の立場

に立つ NASVA が自動車アセスメン

トによる事故防止対策を実施して

いることを認識して頂いた。 

 また、パンフレットやホームペ

ージについても、見やすさだけで

なく、より効果的なものとなるよ

うに改善するとともに、容易に自

動車アセスメント情報に触れてい

ただくためのチラシの配布を開始

するなど、より多くのユーザーが

アセスメント情報に触れる機会を

向上させている。 

 これらの取組により、ホームペ

ージのアクセス数、広報活動の報

道件数、パンフレットの配布数が

大幅に増加するなど、自動車アセ

スメントに対するユーザーの認知

度が大きく向上した。 

 これらの取組は、中期計画を十
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・アセスメント結果発表会におけるアンケート回答者から抽選により当選した１

０組のユーザーをアセスメント試験見学会に招待した。 

・衝突時の乗員傷害簡易モデルの研究を行っている「東京都市大学工学部」、衝突

時のデータ解析手法等の研究を行っている「芝浦工業大学工学部」の学生に対し

て、自動車アセスメント試験の概要を説明するとともに衝突試験を見学する機会

を提供した。 

・タクシーへの安全な自動車の導入促進の観点から、「東京ハイヤー・タクシー協

会」関係者に対して自動車アセスメントの概要説明とともに衝突試験を見る機会

を提供した。 

 

３）全国組織を活用した各地での広報活動 

・全国組織を活用してアセスメント事業を全国津々浦々で普及させるため、全国の

主管支所等が中心となり、アセスメント試験車両の展示、安全性の高いチャイル

ドシートの取り付け体験等による広報活動を北海道から九州までの各方面にお

いて平成２６年度から順次実施した。全国におけるアセスメント試験車両の展示

等による広報活動は、平成２６年度においては１１回の開催であったところ、平

成２８年度には８９回開催した。 

・介護料受給者等との交流会において自動車アセスメント事業を紹介し、被害者の

立場に立つ NASVA が自動車アセスメントによる事故防止対策を実施しているこ

とを認識して頂いた。 

・また、自動車アセスメント結果発表会、モーターショー、地方における試験車両

展示による広報活動において、絵画や写真等の交通事故被害者等の創作作品を展

示し、ＮＡＳＶＡの被害者援護業務の取り組みを広くアピールした。 

 

４）講演による広報活動 

・「愛知県自動車事故防止セミナー」、「石川県交通安全県民大会」や広島工業大学、

岡山理科大学、慶應大学などの特別講義において自動車アセスメントの取り組み

に関する講演を行った。 

 

 以上の取り組みにより、ホームページのアクセス件数が平成２６年度以降４０万回

を大きく超える高い水準で推移。さらにパンフレット等の配布数も２６年度には７５

万部であったところ、各方面から多くの要望を受け、２８年度には約１８０万部と大

きく向上。 

 

毎年度、業務実績についてタスクフォースによる外部評価を実施し、その結果をホ

ームページで公表した。 

分に達成しているほか、目標を上

回る取組も見受けられるものと判

断しＡ評定とするものである。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―７ 自動車事故対策に関する広報活動 

  当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8号 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

（計画値） 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

ホ ームペー

ジ アクセス

件数 

－ 217 万件 221 万件 212 万件 234 万件 299 万件 288 万件 予算額（千円） － － － － － 

 
    

決算額（千円） 

※注１～注３ 
3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 4,004,049

 
    

経常費用（千円）

※注１～注３ 
4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 4,079,409

  
   

経常利益（千円）

※注１～注３ 
△159 74 43 2,386 25,467

 
    

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － － －

 
     従事人員数 

※注４ 
309 309 309 309 309

 
    

   

 
    

   

  

     

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介

護料支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記

載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職

員数３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 機構の全国組織を活用し、関係

機関との連携の下、自動車損害賠

償保障制度及び機構業務につい

て効果的に広報活動を行う。 

事故防止、被害者援護及び自

動車損害賠償保障制度に関し

組織一体となった広報活動を

実施します。 

 交通安全フェア等における、

国等と協力した周知宣伝活動

やインターネット、マスメディ

ア等を活用した広範な広報活

動を積極的に実施しつつ、当機

構の認知度の向上にも努めま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

ホームページアクセス件数 

 

＜評価の視点＞ 

国や関係機関と協力し、イン

ターネット等を活用した効

果的な広報活動を行ってい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

 機構業務の認知度向上及び自動車損害賠償保障制度に関する広報活動を一層効果

的かつ効率的に行うため、全国に支所を有する体制やマスメディア等を活用した国

民・関係機関等への周知宣伝活動、交通安全関係イベントへの参画、国・地方自治体

等の関係機関と連携した広報活動を積極的に実施した。 

 主な取組は以下のとおり。 

・「マツダスタジアム」において行われたプロ野球の試合開催時（観客約３万人）時

に、同球場内にナスバブースを開設し、チャイルドシートアセスメントの説明や事

故防止等に係る各種展示を行うとともに、プロ野球公式戦においてＮＡＳＶＡのＰ

Ｒビデオを放映。 

・全国交通安全運動の一環として、交通安全フェア等各種イベントに参画し、被害者

保護、事故防止対策及び自動車損害賠償保障制度等に関するＰＲ活動を実施。 

・自動車事故被害者（交通遺児や重度の障害を負った方）が描いた絵や写真等の作品

を支所事務所内に展示する「ＮＡＳＶＡギャラリー」の設置増加を図るとともに、

支所外での展示を東京メトロの駅構内にて行い、被害者支援の情報を発信。 

・ＮＡＳＶＡは安全指導業務、被害者援護業務及び安全情報提供業務を一体的に実施

する自動車事故対策の専門機関であることを判りやすく説明した総合的なパンフ

レットを地方自治体、関係機関等に広く配布するとともに、英訳版パンフレットを

新たに作成し、各国ＮＣＡＰとの会合等において有効活用。 

・ＮＡＳＶＡの広報活動を推進するため、ホームページについてはアクセスしやすく

利用しやすい、わかりやすいサイトを目指して、情報の充実、迅速データの追加・

更新を実施。 

・より国民にわかりやすく利用しやすい、また、容易に閲覧が可能となるよう、ホー

ムページの改修を実施し、スマートフォンやタブレットなどの端末の種別に応じて

最適に画面を表示させる仕様を採用する等、機能やデザインに配慮してホームペー

ジを改善。 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 毎年度、交通安全フェア等の各

種イベントの活用を始め、プロ野

球スタジアムや地下鉄駅構内にお

ける情報発信等、安全指導、被害

者援護、自動車アセスメントと多

様な業務を担うＮＡＳＶＡならで

はの幅広い広報活動に取り組んで

いることから、中期計画を十分に

達成しているものと判断しＢ評価

とするものである。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 組織運営の効率化 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 全国に置かれている主管支所

及び支所については、①支所等の

間で配置人員と業務量に較差が

あること、②被害者援護業務を充

実させる方向にあること、③安全

指導業務の民間参入を促進する

こととしていること、④適性診断

事業の電子化が完了したことを

踏まえ、支所業務の集約化・効率

化にとどまらず、これらの状況に

応じて、支所の合理化を図るもの

とする。 

全国に置かれている主管支

所及び支所については、①支所

等の間で配置人員と業務量に

較差があること、②被害者援護

業務を充実させる方向にある

こと、③安全指導業務の民間参

入を促進することとしている

こと、④適性診断事業の電子化

が完了したことを踏まえ、支所

業務の集約化・効率化にとどま

らず、これらの状況に応じた支

所の人員配置、体制の見直しを

含め検討し、平成２５年度まで

に結論を得て、平成２８年度ま

でに合理化を図ります。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

支所業務の集約化・効率化に

とどまらず、人員配置や体制

の見直しを含めた合理化が

図られているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 ＮＡＳＶＡの今後のあり方についての「独立行政法人改革等に関する基本的な方

針｣（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）及び本閣議決定に先立って示された与党の提言

等の趣旨を総合的に勘案し、平成２５年度に組織合理化方策を策定した。 

 平成２６年度以降、組織合理化方策の内容に沿って以下の取組を順次実施し、支所

業務の集約化・効率化、人員配置、体制の見直しを図った。 

 

１）人員配置の見直し（地方） 

①「被害者援護促進の日」による経営資源のシフト 

毎週木曜日を「被害者援護促進の日」と位置付け、原則として適性診断を実施し

ない日とすることにより、安全指導業務から被害者援護業務への経営資源のシフト

を図るとともに、全ての所属職員を被害者援護業務の主担当又は副担当と定めるよ

う関係規程を改正し体制を整備。 

②支所間の人員シフト 

一人当たりの業務量が相対的に少ない小規模支所（函館、釧路、秋田、山形、鳥

取、島根、山口、高知、長崎、沖縄において各１名減員）から機能強化が必要な主

管支所（札幌、仙台、広島、高松、福岡において１～３名増員）への人員シフトを

順次実施。 

③被害者支援専門員（コーディネーター）の配置 

東京主管支所に加え、名古屋主管支所及び大阪主管支所において被害者支援専門

員を各１名増強配置。（既存職員のシフト） 

 

２）人員配置の見直し（本部） 

  自動車アセスメント業務及び被害者援護業務の更なる充実強化に向け、関係規程

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 支所間の人員シフト、本部にお

ける自動車アセスメント部の新設

及び被害者援護部企画調整グルー

プの新設等、平成２５年度に結論

が得られた組織合理化方策の内容

に沿った取組を実施するととも

に、主管支所等の全ての職員を被

害者援護業務の主担当又は副担当

に指定したほか、主管支所等の事

務に新たに自動車アセスメント業

務を追加するといった「独立行政

法人改革等に関する基本的な方

針｣（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）及び本閣議決定に先立って示

された与党の提言等の趣旨を踏ま

えた体制強化及び組織合理化を図

っていることから、中期計画を十

分に達成しているものと判断しＢ

評価とするものである。 
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の改正等を行い、以下の体制を整備。 

・自動車アセスメント部を新設するとともに、企画部安全情報グループを廃止して

NCAP 技術グループ・NCAP 渉外グループを新設 

・自動車アセスメント部の２名増員（総務部、安全指導部からシフト） 

・被害者援護部に企画調整グループを新設 

・被害者援護部の１名増員（総務部からシフト） 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 人材の活用 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 職員の能力開発を促進し、組織

の一層の活性化を図る。 

産業カウンセラー、ホームヘ

ルパー等の資格を取得させる

とともにそれらの職員の活用

を図り、また、事業環境の変化

に対応した経験者採用や国と

の人事交流を行います。さらに

職員の資質の向上のため、事業

環境に即した研修カリキュラ

ムを随時改定していくことに

より、研修の充実による職員の

資質向上、能力・実績を適正に

評価する仕組みの適切な運用

等により、人材の有効活用を図

ります。  

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

職員の資質向上や人材の有

効活用のための取組が適切

になされているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 職員の能力開発の促進、組織の活性化に向け、以下のような人材育成と職員の資質

向上に取り組んだ。 

 

１）人材育成、人材の有効活用等 

・産業カウンセラー資格を取得した職員にカウンセラー資格要件研修を実施し、適

性診断業務に配置。 

・介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）受講者を被害者援護業務に配置。 

・社会福祉主事任用資格者の経験者採用、国との人事交流等の促進等、幅広い視野

と経験を有する人材の育成。 

・勤務評価を適正に運用し、評価結果を勤勉手当及び定期昇給の判定に反映。 

 

２）研修の充実、職員の資質向上等 

①指導講習業務における講師の育成強化 

・第一種講師要件の一つである運行管理者資格者証の取得のための基礎講習の実

施。 

・運行管理者指導講習の講師として必要な知識の習得のための第一種講師資格要

件研修の実施。 

・飲酒が体に及ぼす影響等の専門講師を育成するための「ＡＳＫ（アルコール薬物

問題全国市民団体）飲酒運転防止インストラクター養成講座」の受講。 

②安全マネジメント業務の充実に向けた対応 

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 各業務を高度な専門性をもって

遂行させていくため、各種資格の

取得支援やスキルアップのための

研修の実施等、常に人材育成と職

員の資質向上に取り組んでいるほ

か、人材育成の取組の方向性、研

修体系及びキャリアパス等を明確

化するためＮＡＳＶＡ人材育成方

針を策定し、全職員への周知を図

る等、効果的・効率的な職員の資

質向上・育成を図り、着実に実施

していることから中期計画を十分

に達成しているものと判断しＢ評

価とするものである。 
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・安全マネジメント業務を新たに担当する職員への安全マネジメント担当者研修

のほか、安全マネジメント関係講習会講師としての力量向上等を目的とした研修

の実施。 

・安全マネジメントコンサルティング業務を新たに担当する職員へのアドバイザ

ー資格研修のほか、アドバイザーの資質向上を図るためのスキルアップ研修の実

施。 

③被害者援護業務の質的向上に向けた取組み 

・採用職員研修で臨床心理士による講義と交通遺児保護者による講話を実施。家庭

相談員研修においても臨床心理士による被害者心情を理解するための講義を実

施。 

・これまで事故対策事業推進員のみを対象としていた債権管理の対象者を職員、非

常勤職員等に拡大。 

④ISO コンサルタントの養成 

・ISO コンサルタント育成に向けたコンサルタント候補者への外部の ISO9001 基礎

研修及び ISO9001 審査員補研修の受講。本部での ISO39001 解説研修の実施。外

部研修と内部研修の受講を通じて、ＩＳＯの基本的な考え方及びＩＳＯ審査実務

の理解並びに ISO39001 規格要求事項の詳細とコンサルティング業務の知識を習

得。 

⑤各主管支所等の経理事務に携わる職員への会計事務及び財務・会計システム研修の

実施。 

⑥新規採用職員研修、中堅職員（アシスタントマネージャー級、チーフ級）、新任マ

ネージャーへの階層別研修の実施。 

⑦被害者援護業務と安全指導業務との連携の推進 

・主管支所マネージャー（適性診断担当）会議において、被害者援護業務の現在の

取組等について被害者援護担当職員による講義を実施。 

・「被害者援護促進の日」を活用して、組織としての被害者援護業務の重要性に対

する認識を高めるため、被害者援護業務主担当以外の職員を対象とした被害者援

護業務関係勉強会を各主管支所で実施 

 

３）ＮＡＳＶＡ人材育成方針を策定・周知し、人材育成の取組みの方向性、研修体系

及びキャリアパス等を明確化。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―１ 業務運営の効率化 安全指導業務 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

指導講習業務インタ

ーネット予約率 

（計画値） 

中期目標期間最終年

度：６０％以上 
－ 40％以上 45％以上 50％以上 80％以上 80％以上 － 

指導講習業務インタ

ーネット予約率 

（実績値） 

※括弧内は利用者数 

－ 
18.0％ 

(24,711 人) 

52.5％

(73,345 人)

77.3％

(103,964 人)

84.5％

(109,949 人)

88.7％

 (113,398 人)

91.1％ 

(116,465 人) 

利用者数実績は前中期最終年度の４．７

倍 

達成度 － － 131.3％ 171.8％ 169.0％ 110.9％ 113.9％ － 

適性診断業務インタ

ーネット予約率 

（計画値） 

中期目標期間最終年

度：６０％以上 
－ 40％以上 45％以上 50％以上 55％以上 60％以上 － 

適性診断業務インタ

ーネット予約率 

（実績値） 

※括弧内は利用者数 

－ 
18.4％ 

(57,978 人) 

32.1％

(102,868 人)

54.0％

(168,975 人)

67.2％

(209,716 人)

72.8％

(232,305 人)

76.5％ 

(243,363 人) 

利用者数実績は前中期最終年度の４．２

倍 

達成度 － － 80.3％ 120.0％ 134.4％ 132.4％ 127.5％ － 

一般診断の支所外受

診率（計画値） 

中期目標期間最終年

度：５０％以上 
－ 46％以上 47％以上 48％以上 49％以上 50％以上 － 

一般診断の支所外受

診率（実績値） 

※括弧内は支所外受

診者数 

－ 
42.5％ 

(108,740 人) 

47.4％

(124,904 人)

49.9％

(126,398 人)

51.6％

(131,320 人)

50.9％

(125,590 人)

50.7％ 

(125,838 人) 

支所外受診者数実績は前中期最終年度

の１．２倍 

達成度 － － 103.0％ 106.2％ 107.5％ 103.9％ 101.4％ － 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 安全指導業務におけるＩＴの

活用及び民間参入の状況等を踏

まえ、業務運営の効率化を図る。 

ＩＴを活用し、指導講習・適

性診断に係るインターネット

予約による受講者・受診者の割

合を中期目標期間の最終年度

までにそれぞれ６０％以上と

します。また、契約事業者（注

１）及び貸出機器（注２）によ

る一般診断の利用促進を図る

ため、支所以外での受診者の割

合を、中期目標期間の最終年度

までに５０％以上とします。 

これらの取組を通して業務

の効率化を図るとともに、民間

参入の状況等を踏まえながら、

業務運営の効率化を図ります。 

 

（注 1）「契約事業者」とは、機

構のインターネット適性診断

システム利用規約に基づき、機

構との間で利用契約を締結し

た契約当事者をいう。 

（注 2）「貸出機器」とは、貸

出用のインターネット適性診

断機器をいう。 

＜主な定量的指標＞ 

・指導講習・適性診断業務イ

ンターネット予約率 

・一般診断の支所外受診率 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

インターネット予約率及び

支所外受診率が着実に向上

しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 以下のような取組により、インターネット予約率及び支所外一般診断受診率を向上

させ、指導講習及び適性診断における電話予約対応等の時間が減少したほか、職員に

よる受講者・受診者データの入力作業が軽減され、受付業務等の省力化による支所業

務の効率化が図られた。 

 

１）インターネット予約の促進  

・指導講習会開催時にインターネット予約の方法や利便性について説明。「インタ

ーネット予約利用者は、予約受付開始を１ヶ月以上早くできる」などインセンテ

ィブを強調した。 

・指導講習・適性診断の電話受けの際にインターネット予約の利便性について説

明。実際の操作を交えた予約方法の説明を行うとともに、適性診断を利用される

事業者には、インターネット予約に必要な ID/パスワードをお知らせするなどの

対応を行った。 

・こうした取組により、インターネット予約率は向上し、平成２８年度には指導講

習９１．１％、適性診断は７６．５％と目標値を達成した。 

 

２）支所以外での一般診断受診の促進 

・契約事業者の利用を促進した。 

・契約事業者に対しては、ナスバネット利用によるメリット（自社において 24 時

間いつでも適性診断が受診できること、過去の適性診断の受診状況についての情

報を提供し、繰返し受診が事故防止により効果的であること等）の情報を提供し

た。 

・汎用性の高い安価なパソコンでもナスバネットが利用できるようアプリケーシ

ョンの改良を実施した。 

・こうした取組により、支所外一般診断の受診者の割合は向上し、平成２８年度に

は５０．７％と目標値を達成した。 

 

 

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 インターネット予約率及び一般

診断の支所外受診率ともに計画値

を上回っていることのみならず、

期間中に達成した実績を踏まえ、

平成２７年度及び平成２８年度の

指導講習の予約率については、中

期計画の目標値を上回る８０％と

高い数値を敢えて設定することに

より一層の効率化を進め、着実に

実施していることから、中期計画

を十分に達成しているものと判断

しＢ評価とするものである。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 



２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―２ 業務運営の効率化 療護施設 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

外部検査受入件数 年間 10,000 件程度 10,331 件 11,385 件 11,335 件 11,898 件 11,339 件 11,085 件 － 

達成度 － － 113.9％ 113.4％ 119.0％ 113.4％ 110.9％ － 

外部検査収入 － 186 百万円 195 百万円 196 百万円 192 百万円 168 百万円 157 百万円 5 年累計額 908 百万円 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ア. 療護センターについて、質

の高い治療・看護を適正なコス

トで実施するため、医療に対す

る外部評価を行い、その内容を

国民にわかりやすい形で情報

提供する。 

 

イ. 療護施設の運営委託費のコ

スト要因を分析し、必要な医療

水準を維持しつつ、引き続きコ

スト削減を図る。 

 

ウ. 療護センターが保有する高

度先進医療機器については、保

有資産の有効活用を図る観点

から、年間１０，０００件程度

の外部検査を積極的に受け入

れ、自己収入の確保を図る。 

ア. 療護センターの医療水準及

びコスト水準等について、タス

クフォース（注３）による外部

評価を行い、その結果をホーム

ページで公表します。 

（注３）外部有識者からなる事業

改善等を目的とする評価のための

機関 

 

イ. 療護施設の運営委託費のコ

スト要因を毎年度分析し、必要

な医療水準を維持しつつ、引き

続きコスト削減に努めます。 

 

ウ. 療護センターが保有する高

度先進医療機器については、周

辺地域の医療機関等と協力しつ

つ、年間１０,０００件程度の外

部検査を積極的に受け入れ、地

域医療への貢献を果たすととも

に自己収入の確保を図ります。 

＜主な定量的指標＞ 

外部検査受入件数 

 

＜その他の指標＞ 

外部検査収入 

 

＜評価の視点＞ 

必要な医療水準を維持し

ながら、コスト削減や地

域医療貢献、自己収入の

確保といった取組が着実

になされているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 療護センターの医療水準及びコスト水準等の実績について、毎年度、タスクフォー

スを開催し、適正な医療水準を確保した運営経費の節減、患者家族への支援等のサー

ビス水準の向上に関する取組について外部評価を実施し、その結果をホームページで

公表した。 

 

 運営委託費のコスト要因について、毎年度、各療護センターの財務状況、経営効率

等を把握するとともに、財務分析、入院収益及び診療行為に関する分析等を実施し、

センター長等会議において、必要な医療水準を維持しつつ収入の確保及び経費の縮減

に取り組むよう要請を行う等コスト削減に努めた。  

 

 外部検査の受託について、ＭＲＩ、ＰＥＴ等高度先進医療機器を活用した外部検査

の受入に努め、毎年度、１０，０００件を上回る外部検査を受託し、地域医療への貢

献を果たしてきた。また、これに伴い平成２８年度までに９０８百万円の自己収入を

確保した。  

 

＜自己評価＞ 評定：Ｂ 

 運営委託費のコスト削減に努め

るとともに、平成２４年度から２

７年度まで毎年１０，０００件以

上の外部検査の受入を達成してお

り、着実に実施していることから、

中期計画を十分に達成しているも

のと判断しＢ評価とするものであ

る。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―４ 業務運営の効率化 交通遺児等への生活資金の貸付 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

債権回収率 
中期目標期間の年度毎

に回収率９０％以上 
91％ 91％ 90％ 90％ 92％ 92％

 

達成度 － － 100.6％ 100.4％ 100.3％ 102.6％ 102.6％

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ア. 適切な債権管理を行い、引

き続き、債権回収率９０％以上

を確保する。 

 

イ． 貸付資産等のリスク管理及

び引当金の開示について、適切

に実施する。 

 

ウ. このほか、生活資金貸付業

務の適正な運営を確保する観

点から、以下の取組を行う。 

（ⅰ）貸付の減少要因の分析及び

貸付需要の把握 

（ⅱ）貸付を必要とする者への制

度の周知徹底 

（ⅲ）貸付を受けた者に対する債

権管理・回収の一層の強化 

（ⅳ）債権管理・回収コスト要因

の分析及びコスト削減 

 

エ. あわせて、その支援の在り

方を含めて、現在の手法が効果

的かつ効率的なものかどうか

検討し、必要に応じて見直すも

のとする。 

ア. 債権管理規程等を必要に

応じて見直すとともに、適切

な債権管理を行うことによ

り、中期目標期間の年度毎に

回収率９０％以上を確保し

ます。 

 

イ．債権管理委員会において適

切な貸付債権の評価を実施

するとともに、リスクに応じ

た適正な引当金を計上し、そ

の結果についてホームペー

ジ等で公表します。 

 

ウ. 貸付の減少要因の分析や

貸付需要の把握を行うとと

もに、貸付制度の周知を徹底

します。また、貸付を受けた

者に対する債権管理・回収の

一層の強化を行います。さら

に、債権管理・回収コスト要

因を他の制度と比較するな

どして分析するとともに、そ

の結果を踏まえた業務運営

等の見直しにより、コスト削

減を図ります。 

 

エ. あわせて、その支援の在

＜主な定量的指標＞ 

債権回収率 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

貸付債権の適性管理や貸付

制度の周知徹底のための取

組が着実になされているか。

また、利用者のニーズを踏ま

えた制度になっているか。 

＜主要な業務実績＞ 

ア．適正な債権管理と債権回収率９０％以上の確保に向け、以下のような取組を実施

した。 

１）適正な返還を促進させるため、貸付利用者が満 20 歳に達した時に、貸付利用の

事実を貸付利用者本人に伝えることを盛り込んだ規程改正を行った。 

２）貸付利用者の生活状況を把握し、債権管理規程に基づき債権を分類して早期折衝

に取り組んだ。 

３）精神的支援として推進している「友の会」活動によって、会員と NASVA との結び

つきが深まり、債権の適正な管理の面で効果を発揮している。 

 

イ．債権管理委員会において、貸付債権の評価及び適正な引当金の計上について毎年

度審議し、その結果についてホームページで公表した。 

 

ウ．貸付の減少要因や需要把握などの分析や貸付制度の周知徹底、債権管理・回収の

強化、業務運営等の見直しによるコスト削減などについて以下のような取組みを実

施した。 

 １）貸付の減少要因や需要把握などの分析 

・平成２５年度に貸付の減少要因の分析及び需要の把握、債権管理・回収コスト

の要因分析を行い、その結果をもとに国交省等と検討会を開催し、今後の貸付

業務のあり方を「NASVA 交通遺児等貸付の今後のあり方について」として取り

まとめを行った。  

２）貸付制度の周知徹底 

・本部において損害保険協会等に対する周知依頼を行うとともに、主管支所等に

よる市町村等への働きかけにより、広報誌への掲載やＮＡＳＶＡ広報動画の放

送等が行われた。 

・交通遺児等支援担当者（学識経験者、各県警察、自治体、被害者支援団体等）

による意見交換会、「自助グループ運営・連絡会議」、「交通事故で家族を亡くし

た子どもの支援」に関するシンポジウム等、内閣府主催の各種会議の場を活用

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 貸付の減少要因の分析及び需要

の把握、債権管理・回収コストの

要因分析を行った上で、国交省等

との検討会において今後の貸付制

度のあり方について検討を重ね、

その取りまとめに基づき、貸付制

度の一層の周知、債権回収強化の

一環としてコンビニエンスストア

を活用した返還収納の開始、貸付

金額及び回収期間に係る制度改正

等を順次実施したほか、早期折衝

の徹底等により、毎年度９０％以

上の回収率を維持するとともに、

真に債権管理に必要な人員配置を

見直し、当業務のコスト削減を図

るなど着実に実施していることか

ら、中期計画の当初の目的を十分

に達成しているものと判断しＢ評

価とするものである。 
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り方を含めて、現在の手法が

効果的かつ効率的なものか

どうか検討し、必要に応じて

見直すものとします。 

し、貸付制度の周知を実施した。 

・一般向け周知活動として、『ナスバギャラリーＩＮ東京』を東京メトロの駅構

内において開催し、交通遺児等による友の会コンテスト優秀作品及び重度後遺

障害者が創作された作品の展示により、介護料受給者（自動車事故により重度

後遺障害を負った方）、交通遺児等（保護者が自動車事故により死亡又は重度

後遺障害を負った児童）の支援について情報を発信した。 

３）債権管理・回収の強化及びコスト削減 

  ・延滞のある債務者に対して、折衝率を定めて早期折衝を行うとともに、平成 26

年度から導入したコンビニエンスストアを活用した返還収納方法により利便

性の向上が図られた。 

・事故対策事業推進員の適正配置を進め、１０名分のコストを削減した。 

 

エ．利用者ニーズを踏まえた制度の実施に向け、貸付金額 2万円を 2 万円又は 1 万円

の選択制に、また、貸付金返還期間 20 年固定から原則２０年とするほか、延滞金

減免制度の導入など必要に応じた規程改正を行った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―５ 業務運営の効率化 業務全般（経費削減、契約適正化） 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

一般管理費削減割合

（計画値） 

中期目標期間最終年度

に平成 23 年度比 15％

以上削減 

平成 23 年度予算額 

572 百万円 
前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減 前年度予算の 3％削減

 

一般管理費削減割合

（実績値） － － 

平成２３年度予算の

２４．１％削減 

（▲138 百万円） 

平成２４年度予算の

８．３％削減 

（▲39 百万円） 

平成２５年度予算の

８．８％削減 

（▲41 百万円） 

平成２６年度予算の

５．１％削減 

（▲22 百万円） 

平成２７年度予算の

４．１％削減 

（▲17 百万円） 

 

達成度 － － 160.6％ 162.0％ 173.3％ 190.0％ 199.3％

 

業務経費削減割合（計

画値） 

中期目標期間最終年度

に平成 23 度比 10％以

上削減 

平成 23 年度予算額 

3,257 百万円 
前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減 前年度予算の 2％削減

 

業務経費削減割合（実

績値） － － 

平成２３年度予算の

３．６％削減 

（▲116 百万円） 

平成２４年度予算の

２．２％削減 

（▲69 百万円） 

平成２５年度予算の

２．７％削減 

（▲84 百万円） 

平成２６年度予算の

３．０％削減 

（▲90 百万円） 

平成２７年度予算の

４．９％削減 

（▲147 百万円） 

 

達成度 － － 36.0％ 52.0％ 76.0％ 96.0％ 133.0％

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ア. 業務運営の効率化を図るこ

とにより、一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計上を必

要とする経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）に

ついて、中期目標期間の最後の

事業年度において、平成２３年

度比で １５％以上削減すると

ともに、業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上を必要

とする経費及び特殊要因によ

ア. 一般管理費（人件費、公租

公課等の所要額計上を必要

とする経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）

について、業務運営の効率化

を推進し、中期目標期間の最

終年度までに、平成２３年度

比で １５％以上削減しま

す。 

 

イ．業務経費（人件費、公租公

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費削減割合 

・業務経費削減割合 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

一般管理費及び業務経費が

着実に削減されているか。契

約の競争性及び透明性が確

＜主要な業務実績＞ 

 一般管理費について、業務運営の効率化を推進するとともに、経費削減方策に基づ

き経費削減に積極的に取組み、毎年度、前年度予算に対し▲３％、削減とする計画を

上回る経費削減を続け、平成２３年度比で１５％以上の削減を達成した。 

 

 業務経費について、業務運営の効率化を推進するとともに、経費削減方策に基づき

経費削減に積極的に取組み、毎年度、前年度予算に対し▲２％削減とする計画を上回

る経費削減を続け、平成２３年度比で１０％以上の削減を達成した。 

 

・平成２６年度までは、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２

１年１１月１７日閣議決定）の趣旨を踏まえ設置した「独立行政法人自動車事故対

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 平成２３年度比で一般管理費１

５％以上、業務経費１０％以上の

削減を達成しているほか、外部有

識者からなる契約監視委員会の開

催、平成２７年度から策定してい

る調達等合理化計画に基づき、契

約の公正性・透明性の確保等、業

務運営の効率化及び契約の適正化

を着実に実施しており、中期計画

を十分に達成しているものと判断
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り増減する経費を除く。）につ

いて、中期目標期間の最後の事

業年度において、平成２３年度

比で １０％以上削減する。 

 

イ．契約については、「独立行政

法人における調達等合理化の

取組の推進について」（平成 27 

年５月 25 日総務大臣決定）に

基づく取組を着実に実施する

ことにより、契約の適正化を推

進し、業務運営の効率化を図

る。 

課等の所要額計上を必要と

する経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）に

ついて、業務運営の効率化を

推進し、中期目標期間の最終

年度までに、平成２３年度比

で １０％以上削減します。 

 

ウ．契約については、「独立行政

法人における調達等合理化

の取組の推進について」（平

成 27年 5月 25日総務大臣決

定）に基づき毎年度策定する

「調達等合理化計画」による

取組を着実に実施し、一般競

争入札の推進や契約方法の

見直し、情報公開の充実によ

り、競争性及び透明性の確保

を図ります。 

  

保されているか。 策機構契約監視委員会」（平成２１年１２月１５日付理事長達（経理）第２３号）

により、一般競争入札、競争性のある随意契約、競争性のない随意契約のそれぞれ

について点検・見直しを行い、議事録等をホームページに掲載した。 

・また、平成２７年度以降は、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成２７年５月２５日総務大臣決定）に基づき、公正性・透明性を確保

しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化を図るため、調達等合理化計画を策定。 

同計画に則り、企画競争による場合の事前検証の徹底、一者応札の見直し、調達グ

ループを超えた一括調達、障害者就労施設等からの調達に重点的に取組んだほか、

調達に関するガバナンスの徹底に取組むとともに、計画策定・実施・自己評価・次

計画への反映というＰＤＣＡサイクルによる推進を図るため、外部有識者からなる

契約監視委員会による点検を実施した。 

しＢ評価とするものである。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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り方を含めて、現在の手法が

効果的かつ効率的なものか

どうか検討し、必要に応じて

見直すものとします。 

し、貸付制度の周知を実施した。 

・一般向け周知活動として、『ナスバギャラリーＩＮ東京』を東京メトロの駅構

内において開催し、交通遺児等による友の会コンテスト優秀作品及び重度後遺

障害者が創作された作品の展示により、介護料受給者（自動車事故により重度

後遺障害を負った方）、交通遺児等（保護者が自動車事故により死亡又は重度

後遺障害を負った児童）の支援について情報を発信した。 

３）債権管理・回収の強化及びコスト削減 

  ・延滞のある債務者に対して、折衝率を定めて早期折衝を行うとともに、平成 26

年度から導入したコンビニエンスストアを活用した返還収納方法により利便

性の向上が図られた。 

・事故対策事業推進員の適正配置を進め、１０名分のコストを削減した。 

 

エ．利用者ニーズを踏まえた制度の実施に向け、貸付金額 2万円を 2 万円又は 1 万円

の選択制に、また、貸付金返還期間 20 年固定から原則２０年とするほか、延滞金

減免制度の導入など必要に応じた規程改正を行った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―６ 業務運営の効率化 業務全般（内部統制、情報セキュリティ） 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

 
        

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ウ. 総務省の独立行政法人にお

ける内部統制と評価に関する

研究会が平成２２年３月に公

表した報告書（「独立行政法人

における内部統制と評価につ

いて」）、及び総務省政策評価・

独立行政法人評価委員会から

独立行政法人の業務実績に関

する評価の結果等の意見等と

して各府省独立行政法人評価

委員会に通知した事項を参考

にしつつ、内部統制について

は、更に充実・強化を図る。 

  また、「国民を守る情報セキ

ュリティ戦略」等の政府の方針

を踏まえ、適切な情報セキュリ

ティ対策を推進する。 

エ. 内部統制については、業

務運営方針の明確化・役職員

による共有を図るとともに、

定期的に業務実績や課題を

整理し、改善を行います。ま

た、内部監査の強化による業

務の改善及び機構内コミュ

ニケーションの活性化等を

図ります。 

  また、「国民を守る情報セ

キュリティ戦略」等の政府の

方針を踏まえ、適切な情報セ

キュリティ対策を推進しま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

内部統制の更なる充実・強化

が図られたか。適切な情報セ

キュリティ対策がなされた

か。 

＜主要な業務実績＞ 

 内部統制の更なる充実・強化、情報セキュリティ対策の推進に向け、以下の取組を

実施した。 

 

１）平成２５年４月に新たな業務運営方針（ＮＡＳＶＡＷＡＹ２０１３）を冊子にま

とめ、全役職員に配布し、共有化の徹底を図るとともに、全国支所長会議及び主管

支所総務担当マネージャー会議等を通じて更なる周知を図った。また、当該業務運

営方針を要約した「行動指針」をパネルにして本部及び全支所に掲示し、当該「行

動指針」をカードにして役職員全員に携帯させるとともに、全国支所長会議や各支

所の会議等で行動指針の唱和を実施し、周知徹底を図った。 

 

２）業務の適正かつ効率的な運営の確保・改善を図るため、理事会において毎月業務

実績を報告させ、中期計画・年度計画の進捗状況を把握し、また、理事会終了後速

やかに議事概要を作成し、理事会資料とともに本部職員をはじめ主管支所を通じて

全職員に情報提供し、共有化を図るとともに、会計内部監査及び監事監査を通じて、

業務の適正かつ効率的な運営状況や内部統制推進状況のモニタリングを実施した。 

 

３）業務運営上必要な情報は、適宜組織内イントラネットや電子メールを活用し、本

部から全職員に伝達するほか、支所からの情報も随時イントラネットに掲載するこ

とにより、本部・支所間、支所・支所間における情報共有を推進した。 

 

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 新たな業務運営方針（ＮＡＳＶ

ＡＷＡＹ２０１３）の策定・共有

化の徹底、理事会の場を活用した

中期計画・年度計画の進捗管理、

会計内部監査及び監事監査を通じ

た業務運営状況や内部統制状況の

モニタリングの実施のほか、組織

内イントラネットや電子メールの

活用による組織内の情報共有の推

進等、内部統制を充実させている。

 さらに、内部統制システムに係

る業務方法書を始めとする内部統

制の推進、リスク管理、情報シス

テム整備、監事監査、内部監査室、

内部通報等の内部統制システムに

係る諸規程を整備し、内部統制委

員会を始めとする各委員会の開

催、内部監査室の新設等、内部統

制の一層の充実・強化を図るとと

もに、基幹ネットワークの情報セ
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４）更に、平成２７年４月の改正独立行政法人通則法の施行に伴い、業務の適正を確

保するための体制（内部統制システム）に係る業務方法書の改正を行うとともに、

内部統制委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会及び情報セキュリィ

ティ委員会の開催、内部監査室の新設、内部通報制度の創設等、内部統制の一層の

充実・強化を図った。また、「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府の方針

を踏まえ、サイバー攻撃等の脅威への対処に万善を期すために、基幹ネットワーク

のシステム改修及びホームページの不正アクセス等に対する遮断システムの導入

等、情報セキュリティ確保対策及び保有個人情報の適切な管理対策を実施した。 

  なお、平成２７年度においては、適性診断用貸出機器からの適性診断票誤印刷、

第三者への FAX 誤送信、メールアドレスの誤送信等の事案が発生したところである

が、これらの発生を受け、「個人情報保護のための全職員が守るべきポイント１０

則」を策定し全役職員に周知徹底を図るとともに、各主管支所内の緊急ミーティン

グの実施、臨時主管支所長会議の開催のほか、６月・７月を「情報セキュリィティ・

個人情報保護強化月間」として指定し、職員一人一人に保有個人情報の漏えいに対

する重大性を強く認識させる等の再発防止に取り組んだ。 

キュリティ対策やホームページへ

の不正アクセス等に対する遮断シ

ステムの導入等、政府方針を踏ま

えた情報セキュリティ対策の強化

に取り組んでおり、着実に実施し

ていることから、中期計画を十分

に達成しているものと判断しＢ評

価とするものである。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 予算、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

 
   

 

 
   

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 中期目標期間における予算、収

支計画及び資金計画について、各

事業における目標を考慮した上

で適切に計画し、健全な財務体質

の維持を図る。 

 なお、毎年の運営費交付金額の

算定については、運営費交付金債

務残高の発生状況にも留意した

上で、厳格に行うものとする。 

本計画に従ったサービスそ

の他業務の質の向上を図りつ

つ、予算、収支計画及び資金計

画を以下のとおり策定します。 

 なお、毎年の運営費交付金額

の算定については、運営費交付

金債務残高の発生状況にも留

意した上で、厳格に行うものと

します。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

予算、収支計画及び資金計画

について、各事業の目標を考

慮した適切な計画が策定さ

れているか。また、計画に沿

った適正な予算執行等がな

されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・中期計画に基づいた年度計画予算、収支計画及び資金計画を策定し、計画に沿って、

サービスその他業務の質の向上を図り適正に予算執行した。 

・運営費交付金額の算定について、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上

で、厳格に実施した。 

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 中期計画に基づいた年度計画予

算、収支計画及び資金計画を策定

し、計画に沿って、サービスその

他業務の質の向上を図りつつ、適

正な予算執行を行っており、着実

な実施状況にあると認められ、運

営費交付金額の算定については、

運営費交付金債務残高の発生状況

にも留意した上で、厳格に行って

おり、計画を着実に実施している

ことから、中期計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評価とす

るものである。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

       
  

       
  

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 業務の確実な遂行のため、施

設・設備の計画的な整備・更新を

進めるとともに、適切な維持管理

を行う。 

千葉、東北、岡山及び中部の

各療護センターの医療機器等

の整備・更新については、その

必要性を厳正に検証した上で

実施します。また、これらの医

療機器等の適切な維持管理を

行います。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

中期計画に沿って計画的な

整備・更新が行われている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

 計画に基づき、以下のとおり、施設・設備の整備を順次行った。 

 

（平成２４年度） 

・東北療護センター  

 コンピューター断層撮影装置（CT）の更新 

・中部療護センター  

 核医学画像診断装置（SPECT（RI））の更新 

 サイクロトロン電源及び制御機器の更新 

 

（平成２５年度） 

・千葉療護センター  

 患者情報システムの整備 

・東北療護センター、岡山療護センター  

 磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）のバージョンアップ 

・中部療護センター  

 診断支援画像ネットワークシステムの更新 

 

（平成２６年度） 

・岡山療護センター  

 コンピュータ断層撮影装置（CT）更新 

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 中期計画に基づく設備等につい

て、各年度の計画どおり仕様に沿

って整備し、適切に執行しており、

計画を着実に実施していることか

ら、中期計画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とするもの

である。 
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 X 線画像診断装置更新 

・中部療護センター  

 脳磁図計（MEG）棟建設 

 

（平成２７年度） 

・中部療護センター  

 脳磁図計（ＭＥＧ）新設 

 Ｘ線撮影装置更新 

・千葉療護センター、岡山療護センター  

 生化学自動分析装置更新 

・千葉療護センター  

 高圧蒸気滅菌装置更新 

・東北療護センター  

 人工呼吸器更新 

 

（平成２８年度）  

・千葉療護センター  

 陽電子放出断層撮影装置（ＰＥＴ－ＣＴ）更新  

 超音波診断装置更新 

・東北療護センター  

 低温プラズマ滅菌装置更新 

・岡山療護センター  

 免疫発光測定装置更新 

・中部療護センター  

 ＦＤＧ合成装置更新 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２．中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 人事に関する計画 

当該項目の重要
度、難易度  

  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

給与水準の対国家公務

員指数（ラスパイレス

指数）（計画値） 

平成 28 年度までに

100.0 以下に引き下げ 
－ － － － － 100.0 以下 － 

給与水準の対国家公務

員指数（ラスパイレス

指数）（実績値） 

－ 105.1 104.5 104.9 103.8 103.2 102.9 － 

達成度 － － － － － － 97.2％ － 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 給与水準については、国家公務

員の給与水準も十分考慮し、手当

を含め役職員給与の在り方につ

いて厳しく検証した上で、目標水

準・目標期限を設定してその適正

化に計画的に取り組むとともに、

その検証結果や取組状況を公表

するものとする。 

また、総人件費についても、政

府における総人件費削減の取組

を踏まえ、厳しく見直すものとす

る。 

給与水準については、国家公

務員の給与水準等を考慮した

目標水準・目標期限を設定して

適正化に取り組むとともに、そ

の取組状況等を公表します。 

特に事務・技術職員の給与水

準については、平成２２年度の

対国家公務員指数が年齢勘案

で１０４．７となっていること

を踏まえ、平成２８年度までに

その指数を１００．０以下に引

き下げるよう、給与水準を厳し

く見直します。 

 また、総人件費についても、

政府における総人件費削減の

取組を踏まえた見直しを行い

ます。  

＜主な定量的指標＞ 

給与水準の対国家公務員指

数（ラスパイレス指数） 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

給与水準や総人件費の見直

しが着実に行われているか。

＜主要な業務実績＞ 

 給与水準については、国家公務員の給与水準等を考慮した目標水準・目標期限を設

定して適正化に取り組み、その取組状況等を公表するとともに、新規職員の積極的な

採用により職員の新陳代謝を図り、ラスパイレス指数を１００．０以下に引き下げる

ための取組を実施した。 

 また、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組を踏まえた見直しを

実施した。 

 

○国家公務員と比較して給与水準が高い理由 

  ①国家公務員より管理職員数割合が高いこと 

   ・全国同一水準のサービス機会を確実に提供するため、全国に５０支所を設置。 

それぞれに専門的知識と経験を有する管理職員を配置しているため。 

  ②国家公務員より大卒者割合が高いこと 

   ・業務遂行上、高度な知見、専門性を必要とするため。 

③国家公務員より地域手当の支給対象となる都市部に勤務する職員割合が高い

こと 

 ・利用者（運送事業者等）が都市部に集中していることから、業務遂行上、職

員を都市部に多く配置せざるを得ないため。 

 

○給与水準の適正化に向けた取り組み 

 政府における独立行政法人に係る報酬・給与等の見直しの取組を踏まえ、国

家公務員等の給与水準等との比較を行いつつ、事務・事業の特性を踏まえて適

正な給与水準となるよう厳しく検証する。 

＜評定及び根拠＞ 評定：Ｂ 

 毎年度、政府における総人件費

削減の取り組みを踏まえた見直し

を行うとともに、新規職員の採用

により職員の新陳代謝を図り、給

与水準の見直しを図る等、国家公

務員の給与水準を準拠の上、適正

な運用に努めていることから、中

期計画と同程度の水準に達してい

るものと判断しＢ評価とするもの

である。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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